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経 済 観 光



 



１ 経済振興 

（１）概況 

   本市は、九州の中央に位置し、国・県などの行政機関が集積する県庁所在地であるとともに、市内人口約７４万 

  人、熊本連携中枢都市圏約１２１万人を擁する消費市場を有している。こうした背景のもと、市内総生産を産業別に

みてみると、卸売・小売業などの第３次産業が約８割を占めており、本市は商業・サービス産業中心の都市であると

いうことができる。一方、第１次産業においては、商品性の高い作物を中心に、全国でも高い生産性を誇る都市型農

業が展開されており、それを基にした伝統的な食品製造業なども発展している。このほか第２次産業においては、市

内外に誘致された半導体産業、輸送機器産業等の大規模製造業や、情報通信関連産業、バイオ産業などの企業を中心

に集積が進んでおり、九州の中核をなす拠点都市として役割を担ってきた。 

本市の事業者の多くを占めるのは中小企業・小規模企業であるが、経済活動のグローバル化、人口減少・少子高齢

化の急速な進展等により、社会環境が大きく変化するとともに、経営者の高齢化や後継者不足等、本市の中小企業・

小規模企業は、極めて厳しい経営環境に置かれている。 

また、平成２８年４月に発生した熊本地震により商業や観光産業をはじめとする地域産業の多くが甚大な被害を受

け、未だ一部の企業等においては、資金繰り等の面で影響が残っている。 

そのような中、本市では、本市経済発展のため、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を計画的かつ効果的に

実施していくために、令和２年（２０２０年）３月に、「熊本市中小企業・小規模企業振興基本計画」を策定した。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染流行が長期化し、多くの事業者の経営において深刻なダメージが生じ、

地域経済への影響も深刻なことから、令和２年（２０２０年）１０月に策定した「熊本市経済再建・市民生活安心プ

ラン」に基づき、適時的確に、事業継続支援などの対策を実施するとともに、地域経済の回復・再生に向けた様々な

取組を実施してきたところである。 
 

（２）産業政策 

 ア 創業支援（商業金融課・産業振興課） 

   本市では、平成２６年３月、国による創業支援事業計画の認定を受け、商工団体や金融機関、民間事業者等と連携

した創業支援を行っているところであり、本市独自の取組としては、中小企業者や創業を志す市民の多岐にわたるニ

ーズに対応するため、くまもと森都心プラザビジネス支援施設「XOSS POINT.（クロスポイント）」において、指定管

理者制度による運営のもと、経営や資金調達にかかる相談窓口を設置するほか、創業を志す者を対象にしたインキュ

ベーション施設「創業支援室」、ビジネスの成長や本市域内での事業展開を目指す県内外の企業が入居する「スモー

ルオフィス」を設けている。 

   また、若者の創業機運の醸成を目的とした「大学生・専門学生向け起業スクール」や、創業から３年間、必要経費

の助成及び経営の専門家派遣等による支援を一体的に行う「創業ステップアップ支援助成制度」等、創業のステージ

に応じた段階的支援を実施している。 

   加えて、中小企業基盤整備機構が設置・運営するくまもと大学連携インキュベータ（大学連携型起業家育成施設）

において、ライフサイエンス（生命科学）分野等で起業・新事業展開を行う方に対し、熊本県は支援人材の派遣（経

営ノウハウ、販路開拓支援等）、熊本市はオフィス・研究室の賃料補助を実施しており、また、商店街内の空き店舗

を活用し、新規又は２店舗目となる小売業等の店舗を出店する民間事業者や創業者に対して店舗改装費を対象とした

補助を実施している。   

   さらに、令和４年度は、くまもと森都心プラザビジネス支援施設「XOSS POINT.」を中心とした、先輩起業家等に

よる相談対応や様々な支援プログラムの実施に加え、従来のベンチャーピッチ事業、起業家発掘・育成支援事業や、

創業後３か年の経費の一部支援、クラウドファンディングを活用した資金調達への支援など、スタートアップ等の成

長に必要な「人」「場所・機会」「金」の 3つの観点から、創業ステージに応じた伴走的なサポートを実施する。また、

多くの起業家やベンチャーキャピタルなどが集積する首都圏等に対し、本市のスタートアップ等への支援施策や、有

望なスタートアップの PR を行い、首都圏等をターゲットとしたプロモーションに取り組むことで、本市へのスター

トアップ等の集積を図る。 
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イ 企業立地促進事業（産業振興課） 

    本市経済の活性化や雇用機会の拡大による市民所得の向上を図るため、平成１１年４月施行の「熊本市企業立地促

進条例」に基づく優遇制度を活用して本市への企業の立地促進を図っている。 

本市では、平成２２年３月の城南町・植木町との合併により市域が広がったことから、城南工業団地や今藤工業団 

地への製造業・物流企業の誘致が進んだほか、九州新幹線の全線開業や政令指定都市移行に伴う都市ブランド効 

果を背景に、ＩＴ関連、コールセンターや事務センター等のオフィス系企業の中心市街地や熊本駅周辺への集積を促 

進している。 

また、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、テレワークやオンライン会議など、デジタル技術を活用した新しい

働き方が普及する中、首都圏企業がリスク分散やオフィスコスト削減を図る観点から、都市から地方へのオフィス

機能移転が見受けられた。そのような状況を受け、本市ではサテライトオフィスとして活用できるコワーキングス

ペース利用補助制度やオンライン会議システムを活用した誘致活動を展開したほか、首都圏企業が本市の視察を行

う際の費用の一部助成や首都園企業と地場企業のマッチング支援などに取り組んでいる。加えて、ＴＳＭＣの熊本

県への進出を契機に、今後、半導体関連企業等のさらなる進出が期待されることから、東京事務所とも連携し、熊

本への進出意欲を有する企業情報の把握とニーズに沿った受入環境を整えることで、戦略性を持った誘致活動の展

開を図り、更なる企業の立地を目指していく。 

 

ウ フードパル熊本（産業振興課） 

フードパル熊本は、本市が計画し、市と旧協同組合フードパル熊本が事業主体者、旧環境事業団が開発主体とな

り開発した食品工業団地であり、地域経済の活性化とリーディング産業である食品産業の振興を目的に貢町、和泉

町地区に建設したものである。特色としては、①生活者との交流、②地域経済をリードする意欲的な企業づくり、

③質の高い就労環境、④地域農業との連携、⑤環境との調和の５つのコンセプトを基本に開発し、特に生活者との

交流については、各企業において直売施設、見学工場、体験施設等の交流施設を設置するとともに、フードパル熊

本の事業として、こだわり工房村（レンタル工房）、とれたて市（農産物直売所）事業にも取り組んでいる。また、

本市も食品交流会館、公園、駐車場などの公益的施設を整備し、産業と市民、来訪者の交流の場、地域経済の牽引

役としてその発展に大きな期待を寄せている。 

 

熊本市食品交流会館（産業振興課） 

熊本市食品交流会館は、食品産業の振興及び地域経済の活性化を促進するために建設したものであり、フードパ

ル熊本の中核施設として、また地域産業、市民及び来訪者の交流施設として機能することを目指している。 

    所在地  北区貢町５８１番地２ 

主な設備 多目的ホール、第１会議室、第２会議室、パーティールームＡ・Ｂ、イベント広場等 

管理運営 株式会社フードパル熊本（指定管理者） 

施設利用状況                                  

  

H29 H30 R1 R2 
 

R3 

利用

件数

(件) 

利用者数

(人) 

利用率

(％) 

利用

件数

(件) 

利用者数

(人) 

利用率

(％) 

利用

件数

(件) 

利用者数

(人) 

利用率

(％) 

利用

件数

(件) 

利用者数

(人) 

利用率

(％) 

利用

件数

(件) 

利用者数

(人) 

利用率

(％) 

第１ 

会議室 
608 24,739 76 506 19,684 69 510 19,992 70 294 8,033 50 351 13,617 55 

第２ 

会議室 
352 5,686 63 288 4,273 50 261 4,349 52 166 1,486 33 178 1,761 34 

パーティー 

ルーム 
580 24,718 64 551 23,687 59 553 20,391 60 287 5,224 41 329 6,843 43 

イベント 

広場 
55 25,983 17 56 21,458 17 45 18,925 14 18 2,230 6 23 6,182 7 

多目的 

ホール 
410 105,304 64 481 107,924 66 420 93,607 61 250 18,175 39 102 10,682 17 
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（令和2年4月23日～5月20日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため利用休止、令和3年4月1日～9月30日 多

目的ホール特定天井改修工事のため利用休止。） 

 

エ くまもと森都心プラザ（産業振興課・市立図書館） 

くまもと森都心プラザは、熊本駅周辺地域整備基本計画における「人と情報の交流ゾーン」「情報化社会を切り開

くゾーン」に位置づけられ、施設の基本コンセプトを「ひと、情報、文化が交流し、豊かさと活力を生み出す『情

報交流拠点』として平成２３年１０月に開館した。（１）観光・郷土情報センター（２）プラザ図書館（３）ビジネ

ス支援センター（４）プラザホール・会議室 等による複合交流施設として東Ａ地区市街地再開発事業地区内に整

備され、開館当初より、指定管理者（くまもと森都心プラザ管理運営共同企業体）により管理運営されている。 

 令和４年４月には、熊本駅周辺の再開発による環境の変化や地域ニーズを踏まえ、観光・郷土情報センターを閉

鎖し、新たなビジネス支援施設「XOSS POINT.」や、子育て支援施設「駅前子育てひろば」を開設し、施設の充実を

図った。 

 

   所在地   西区春日１丁目１４－１ 

   主要施設  ６階 Ａ会議室～Ｄ会議室 

５階 プラザホール、多目的室、ホワイエ・ラウンジ、控室 

４階 プラザ図書館、学習室、託児室 

３階 プラザ図書館、子育て支援施設 駅前子育てひろば 

２階 ビジネス支援施設 XOSS POINT.、管理事務室 

施設利用状況（有料施設） 

年度 

区分 H29 H30 R1 R2 R3 

プラザホール 82,442 人 86,852 人 74,335 人 21,055 人 13,105 人 

多目的室 12,420 人 12,146 人 11,932 人 4,768 人 6,115 人 

Ａ会議室 14,303 人 12,759 人 11,266 人 5,417 人 5,480 人 

Ｂ会議室 12,081 人 9,806 人 9,643 人 3,994 人 4,012 人 

Ｃ会議室 11,394 人 10,530 人 9,784 人 4,508 人 4,603 人 

Ｄ会議室 8,998 人 9,414 人 7,368 人 4,037 人 2,447 人 

託児室 1,136 人 1,136 人 961 人 599 人 562 人 

施設利用状況（有料施設以外） 

    年度 

区分 H29 H30 R1 R2 R3 

観光・郷土情報センター 229,100 人 230,802 人 191,170 人 142,801 人 83,157 人 

プラザ図書館 510,207 人 536,007 人 511,968 人 372,564 人 345,404 人 

ビジネス支援センター 2,587 人 2,514 人 2,416 人 2,767 人 1,407 人 

（令和 2年 4月 23日～5月 20日 新型コロナウイルス感染拡大防止のため利用休止、令和 3年 5月 11日～11月 30日 プ

ラザホール特定天井改修工事のため利用休止、令和 3年 12月 1日～3月 31日 ビジネス支援施設整備期間中の臨時窓口

設置のため利用休止） 

 

オ  海外経済交流の推進（産業振興課） 

   海外との経済交流を推進し、地場企業の販路拡大、グローバル化を図るため、東アジア経済交流推進機構の一員

として、中国・韓国の各都市との産業交流や相互のネットワークの強化を促進するとともに、県、ＪＥＴＲＯ熊本、

熊本県貿易協会等関係機関と連携しながら、海外主要都市における見本市への出展支援など、地場企業の製品や技

術力の知名度向上を図る取組をおこなっている。 

また、熊本港利用促進のため、定期航路を利用した荷主企業への助成金、船会社や荷主企業への訪問等によるポ

ートセールス活動を展開している。 
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（３）商工業の振興 

ア  魅力ある商店街の形成（商業金融課） 

中心商店街の活性化については、平成２９年３月２４日内閣総理大臣より認定を受けた３期中心市街地活性化基

本計画に基づき、商業基盤の整備や交通アクセスの充実などを進めており、交流拠点としての都市的魅力を高める

とともに、熊本城、城彩苑からの回遊性を図るなど、中心市街地活性化協議会などとも連携し、賑わいのある中心

商店街を創出する。 

また、地域商店街については、地域の特性を活かした個性ある取り組みや地域と一体となって取り組む事業に対

して積極的な支援を実施している。 

 

イ 工業の生産性向上（産業振興課） 

新規性・独自性のある高付加価値の製品の創出を促進するために、大学等における研究シーズと企業の事業化ニ

ーズのマッチング機会の提供や中小企業者が行う新製品･新技術研究開発を支援している。令和２年度は新製品・新

技術研究開発事業助成金に新型コロナ対応枠を設け、感染拡大防止に係る製品開発等に取り組む企業に対して必要

な経費の一部助成を行った。 

販路拡大の支援については、中小製造業者等が行う見本市出展への助成を行ったほか、令和３年度は食品製造業

者や工芸品製造業者の商品をＷｅｂ上に取り揃えて販売する「熊本市ＷＥＢ物産展」と、機械金属製造業者等へ販

路開拓機会を提供する「製造業ビジネスマッチング商談会」を開催した。 

令和４年度は、市内外で開催される物産展等出展やＥＣ展開への助成、物産商談会の開催を通して、本市工業の

活性化と中小製造業者等の経営基盤安定を図る。 

さらに、地場企業の技術革新や産学連携などを促進するとともに、くまもと産業支援財団をはじめとする各支援

機関と連携して先端産業の育成と産業の高度化に取り組んでいる。 

 

ウ 人材の確保･育成（産業振興課、経済政策課） 

職業安定機関や企業との連携のもと、求人活動への支援を図るとともに、勤労者資質の向上、勤労者福祉の充実

など、中小企業における人材の確保や育成に努める。 

また、中小企業の人材の育成を支援するため、指定管理者によって運営されるくまもと森都心プラザビジネス支

援施設「XOSS POINT.」において経営者から新入社員までを対象とした各階層別・分野別能力開発研修を体系的に開

催するとともに、中小企業大学校等の研修に企業が従業者を派遣する場合、旅費･滞在費の２分の１相当額を補助す

る「中小企業研修派遣助成制度」を設けている。 

研修事業実績 

             年   度 

 

研修種別 

H29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 

件 数 

（件） 

受講者数 

（人） 

件 数 

（件） 

受講者数 

（人） 

件 数 

（件） 

受講者数 

（人） 

件 数 

（件） 

受講者数 

（人） 

件 数 

（件） 

受講者数 

（人） 

経営研修（セミナー等） 17 271 18 299 16 237 13 154 17 162 

 

 

エ 共同化への支援（商業金融課） 

環境整備や事業の共同化を促進するため、商店街が実施する共同施設の整備に対する支援や、中小企業者が共同

して事業を行うための事業協同組合等の組織化に対し支援を実施している。 
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オ 熊本流通業務団地（商業金融課） 

流通機能の合理化と都市機能の維持増進を図り、都市環境の改善と消費生活の安定に資するため、市南部の近見・

田迎・御幸地区に熊本流通団地を建設したものである。 

この熊本流通団地は、「流通業務市街地の整備に関する法律」に基づき、流通業務施設と関連公益施設等を計画

的に整備したもので、約８０社の卸・運輸・倉庫業者が入居している。 

また、地域の情報化を推進するため設立された第３セクターの㈱熊本流通情報センターも流通情報会館に入居し

ており、高度情報化社会に対応するため、情報通信技術を駆使した流通業の経営効率化・情報力強化を図り、九州

における流通拠点としての基盤の確立を目指している。 

事業の名称  熊本流通業務団地造成事業 

位   置  南区流通団地１丁目・２丁目 

 

カ 熊本市流通情報会館（商業金融課） 

熊本市流通情報会館は、「地域経済の活性化」を推進し、中小企業の経営活動を積極的に支援するため、(１)熊本

地域の産業情報化の核、(２)中小企業の人材育成の場、(３)商品流通情報の交流の場、(４)熊本流通団地の機能を

総合的に高めるための拠点施設及び公益施設としての機能を有した総合施設である。 

なお、当会館は平成１７年４月より指定管理者（熊本流通団地協同組合）により管理運営されている。 

所 在 地  南区流通団地１丁目２４番地 

開   館  平成元年４月２６日 

主要施設 

（事務棟）６階 ６０１～６０４研修室、ラウンジ 

５階 ５０１～５０３研修室 

４階  ㈱熊本流通情報センター 

３階 ㈱熊本流通情報センター 

２階 熊本流通団地協同組合、多目的ルーム 

１階 会館事務室、常設展示コーナー 

（展示棟）１階 展示場（１，０８０㎡、高さ５.９ｍ、床荷重１ｔ／㎡） 

地下 駐車場 

会館利用状況 

年度 

区分 

Ｈ29 Ｈ30 R1 R2 R3 

研修室 

 

件   数 2,772 2,835 2,698 1,462 1,467 

人   数 85,105 85,672 81,925 34,676 38,889 

展示場 

 

件   数 226 238 234 120 146 

人   数 82,732 83,698 54,462 11,111 21,193 

（令和3年8月2日～9月30日新型コロナウイルス感染拡大防止のため新規予約停止及び利用時間の短縮） 
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（４）雇用対策（経済政策課） 

ア コロナ禍における雇用の安定と確保 

・新型コロナウイルス感染症の影響による失業者対策として早期の再就職の支援に主眼を置き事業を実施。あわせ

て、人材育成として就職やキャリアアップに必要となる資格取得の支援や更なる失業者を生み出さないための雇

用の維持にも取り組む。 

・就職活動においては対面での合同就職面談会の開催が難しくなったことから、オンラインを活用した合同就職説

明会を年間２０回開催し、求職者の早期就職及び企業の人材確保を支援する。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により解雇された方等を雇用する企業への雇用奨励金を交付することにより、

求職者の早期就職促進を図る。 

・コロナ禍においても人手不足が顕著で、雇用吸収力の高い介護・警備・運輸・建設分野に就職した方への就職奨

励金を交付する。あわせて、介護福祉士資格取得に必要な介護福祉士実務者研修取得講座を実施し、介護業界への

就労支援を行う。 

・企業の雇用維持と労働者を失業させない仕組みとして、出向・副業の支援を行う。 

・社会保険労務士による無料市民労働相談を実施し、事業主や労働者からの、雇用調整助成金等の申請や労務管理、

労働条件等の相談対応（市役所本庁舎１階において毎週水曜日１４：００～１７：００に相談窓口を設置）を行

う。 

・「高等学校進路指導担当教諭と地場企業との意見交換会」を県や関係団体と連携実施し、若年者の就職促進を図る。 

・障がい者、母子家庭の母等を雇用した事業主に雇用奨励金を支給することにより、特に就職が困難な市民の雇用

促進を図る。 

 

イ アフターコロナを見据えた雇用対策 

・オンラインを活用したＵＩＪターン就職面談会を実施し、コロナ収束後の経済回復時に必要となる就労人材を首

都圏等の県外から呼び込み、今後の更なる経済発展を促進する。 

・オンラインと対面で行うデュアル方式にて県外大学生を対象とした地場企業へのインターンシップ事業を実施し、

熊本へのＵＩＪターン就職を促進し、将来的な人材還流を図る。 

・就労人材がよりスムーズに本市に移住しその後の定住につながるよう、オンライン移住交流会等の開催、ＵＩＪ

ターンサポートデスクによる移住・就業相談対応を実施し、移住希望者への継続的な支援に取り組む。あわせて、

熊本市公式移住サイト「熊本はどう？」等による移住プロモーションを行い移住就業の促進を図る。 

・東京２３区(５年以上在住又は通勤)から本市へ移住し、対象企業等に就業又は起業等した場合に、移住支援金を交

付することにより移住定住の促進及び中小企業等における人手不足解消を図る。 

・コロナ収束後を見据えた経済回復のためには、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した生産性向上が必要であること

から、熊本市、熊本県情報サービス産業協会及び熊本商工会議所からなる『熊本市地域雇用創造協議会』を設立

し、ＩＣＴ活用人材の育成にも取り組む。 

・外国人労働者等の日本語習得を支援し、日本語能力の向上や事業者による日本語教育の促進を図り、従事業務の高

度化や特定技能への円滑な移行を促す。 

・働き方改革の推進を通じた上質な労働環境の整備を支援するため、テレワークセミナーを実施する。 

・地域企業や地域産業への理解を深めることを目的として、小中学生が地場企業やサプライチェーンの産業構造を学

ぶ「しごと学びWEBライブ」を開催することにより、キャリア育成及び将来的な人材定着を図る。 

ウ 職業能力の向上 

教育訓練の充実 

・熊本市職業訓練センターで、求職者や在職者の職業能力開発訓練を実施し、市民の職業能力の向上を支援する。 

・熊本市職業訓練センターの受講生のうち、雇用保険の受給資格のない離職中の者に対して、受講料の半額を助成す

る。 

・認定職業訓練校を支援することにより、若年労働者の技術養成、職業能力の向上を図り、同時に、離職防止や地元
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就職への定着につなげる。 

 

熊本市技能者表彰 

・本市産業の発展に尽くされた技能者や全国規模以上の技能競技大会において優秀な成績を修めた者、さらには各種

の技能をもって地元企業に勤務する優秀な若年技能者を表彰することで、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透さ

せ若年技能者の育成及び技能水準の向上を図る。 

 

エ 労働環境の向上 

関係機関との連携強化及び福利厚生の向上支援 

・熊本市勤労者福祉センター（サンライフ熊本）の運営を通じ、中小企業勤労者の健康保持、体力の増強及び教養、

文化等、雇用の促進と福祉の向上を図る。 

・熊本市中小企業勤労者福祉サービスセンターの各種祝い金等の給付事業及びレジャー・レクリエーション等の福

利厚生事業を支援することにより、従業員の福祉の向上を図るとともに、中小企業の振興に寄与する。 

・社会保険労務士による無料市民労働相談を実施し、事業主や労働者からの、雇用調整助成金等の申請や労務管理、

労働条件等の相談対応（市役所本庁舎１階において毎週水曜日１４：００～１７：００に相談窓口を設置）を行

う。（再掲） 

 
労働相談実績（件数）                              令和４年４月１日現在 

 

 

 

年度 

合計 
就業規則 

労働契約 

人事 

配置転換 

セクハラ

等 

賃金 

退職金 

労働時間 

休暇 

退職 

解雇 

懲戒処分 

損害賠償 

安全衛生 

労災事故 
雇用保険 

社会保険 

年金 
その他 

H29 38 2 1 2 4 2 4 1 7  11 4 

H30 34 3   4 3 5 1 2 4 12  

R1 52 5 1  1 1 2  1 3 29 9 

R2 151 6 0 0 8 2 11 0 2 86 25 11 

R3 64 6 1 5 3 1 5 2 4 11 9 17 

※R2は4月15日～3月31日まで新型コロナウイルスに関する特別労働相談（149件）で対応。 

 

オ 関係機関との連携事業の取組み（連携相乗効果による全体最適化、効率化） 

労働局・熊本県との連携事業 

・平成26年度に熊本労働局と「熊本市雇用対策連携協定」を締結し、求職者の就職促進と企業の人材確保支援等に

ついて、時勢に応じた政策課題を共有し効果的・一体的にその対策に当たることとした。 

・「高等学校進路指導教諭と地場企業との面談会」を県や関係団体と連携実施し、若年者の就職促進を図る。（再掲） 

・熊本労働局及び熊本県との連携により就職未内定の高校3年生と地場企業との合同就職面談会を実施する。 

・働くことに一歩を踏み出せない若者（若年無業者）への支援として、熊本労働局が主体となって実施する地域若

者サポートステーション事業を連携支援する。 

・「働き方改革」に資する企業セミナーなどを熊本労働局と連携し実施する。 

・国と連携・協力して中央区役所・東区役所に設置した、生活保護受給者等への就労支援を行うハローワークのサ

テライトを通じ、ハローワーク業務と福祉分野の業務とを連携させた就労支援を一体的に実施する。 

・熊本労働局及びシルバー人材センターと連携・協力して中央区役所及び熊本市勤労者福祉センターに設置した高

齢者職業相談コーナーを通じ、健康で就業意欲の高い高年齢者の職業相談を実施する。 

 

カ 労働雇用関係施設（市施設） 

熊本市職業訓練施設（熊本市職業訓練センター、熊本市事業内高等職業訓練校） 

職業に必要な労働者の能力の開発及び向上を促進するため、職業訓練を行う事業主等への施設の提供及び各種
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職業能力の開発又は向上に関する講習や体験学習等、幅広い職業訓練を実施している。 

管 理 運 営  熊本市職業訓練施設管理共同企業体（指定管理者） 

所 在 地  西区花園７丁目１９番１０号、中央区南熊本３丁目８番１６号 

 

利 用 者 数（延べ人数）                           （令和４年４月１日現在） 

   区分 

年度 
合計 市指定事業 自主事業 

貸館利用 

認定訓練 受託訓練 検定 一般貸館 

R1 33,727 348 9,091 13,373 9,074 143 1,698 

R2 31,256 291 10,027 8,515 11,702 198 523 

R3 30,272 372 8,008 11,574 8,957 131 1,230 

（令和 2年 4月 23日～5月 20日新型コロナウイルス感染拡大防止のため利用休止） 

 

熊本市勤労者福祉センター 

雇用の促進と勤労者の福祉の向上を図るため、雇用の促進に関する事業、心身の健康及び体力の増進に関する

事業、教養及び文化活動に関する事業、福祉の向上に関する事業の実施及び体育室や会議室等の貸出等を行う。 

管理運営  （一財）熊本市勤労者福祉センター（指定管理者） 

所 在 地  中央区黒髪３丁目３番１２号 

施設概要  １階 体育室・ホール・講習室 職業相談室・更衣室・シャワー室 

２階 和室（2部屋）・研修室・大会議室 

 
（令和４年４月１日現在） 

     区分 

年度 

利用者数（人） 貸館（千円） 主催事業（千円） 

講座等 貸館等 健康相談 計 利用料金 主催事業収入 

Ｈ29 41,730 33,553 1,841 77,124 4,363 20,632 

Ｈ30 31,857 18,407 1,706 51,970 2,686 13,339 

Ｒ1 37,091 20,370 3,401 60,862 3,068 16,616 

Ｒ2 13,911 9,843 2,581 26,335 2,137 6,222 

Ｒ3 13,849 6,335 2,524 22,708 1,540 6,533 

（令和 2年 4月 23日～5月 20日新型コロナウイルス感染拡大防止のため利用休止） 
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（５）中小企業経営の基盤強化（経済政策課・商業金融課） 

中小企業が抱える経営上の諸問題についての相談・診断を行うとともに、経営情報の提供など、中小企業の 

自主的な経営努力を支援し、経営力の強化を図る。 

ア 資金調達の円滑化 

中小企業が健全な経営活動を営めるよう、金融情報の提供や円滑な資金調達を制度融資により支援する。 

 

融資状況 

           年 度 

 

制度名 

R1 R2 R3 

件 数 金 額 件 数 件 数 金 額 件 数 

 

 

小 口 資 金 融 資  

件 千円 件 千円 件 千円 

94 373,200 12 44,980 23 89,140 

経 営 向 上 小 口 資 金 融 資 479 1,426,850 53 144,900 246 761,160 

経 営 安 定 資 金 融 資  30 163,100 6 43,500 17 124,230 

創 業 サ ポ ー ト 資 金 融 資  74 235,600 35 102,900 36 94,000 

経 営 安 定 特 例 資 金 融 資 0 0 0 0 0 0 

経済環境変動対策資金融資  77 638,000 4 36,000 2 21,000 

公 害 防 止 施 設 資 金 融 資 0 0 0 0 0 0 

地下水使用合理化設備資金融資  0 0 0 0 0 0 

高 度 化 資 金 融 資 0 0 0 0 0 0 

短 期 資 金 融 資  10 31,000 4 11,000 9 21,000 

新エネルギー設備等資金融資 0 0 0 0 0 0 

計 764 2,867,750 114 383,280 333 1,110,530 

 

イ 熊本市中小企業活性化会議 

平成２４年第４回定例会において、議員提案により「熊本市中小企業振興基本条例」が制定、平成２５年４月１日

から施行された。平成３０年第４回定例会において、改めて議員提案により条例の一部改正がなされ、平成３１年 

（２０１９年）４月１日から名称を「熊本市中小企業・小規模企業振興基本条例」に改正し、新たに小規模企業に関

する基本理念、基本方針などを追加した。この条例は、中小企業・小規模企業振興に向けた基本理念や、市民・中小

企業・市などの役割などを定めたもので、市長の附属機関として、熊本市中小企業活性化会議を置き、市長の諮問に

応じて会議で条例の基本方針に基づく中小企業・小規模企業の振興に関する施策等を審議するものである。 

目 的  熊本市中小企業・小規模企業振興基本条例第９条における施策の基本方針に基づく、中小企業・小規

模企業の振興に関する施策等について審議する。 

委員構成  １６人以内（学識経験者、公募委員、中小企業団体・金融機関・消費者団体・関係行政機関の職員） 

任 期  ２年 

開催状況   第１回   令和３年（２０２１年） ８月２３日 

（令和３年度）   第２回  令和３年（２０２１年） １０月  ４日 
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（６）中小企業等への各種助成（商業金融課・産業振興課・経済政策課） 

ア 中小企業振興助成 

助 成 の 種 類  助  成  対  象 助   成   措   置 

事 業 助 成 金  

中小企業者が、中小企業団体であって市長が認

めたものを組織し、運営を開始したとき 

1組合につき10万円（組織し、運営を開始した年度に限

る） 

商店街等環境整備事業 

事業費が1億円以下のとき、事業費の20パーセントに相

当する額以内 

事業費が1億円を超えるとき、2千万円に1億円を超える

額の10パーセントを加算した額以内とし、3千万円を限

度とする 

集団化事業及び施設共同利用事業 
事業費の10パーセントに相当する額以内とし、2千万円

を限度とする 

一般高度化事業 
事業費の10パーセントに相当する額以内とし、1千万円

を限度とする 

融資のあっせん  
創業及び経営基盤の強化に必要な設備､高度化

施設等、福利厚生施設 
融資のあっせん 

便 宜 の 供 与  
中小企業団体のうち市長の認めるものを組織

したとき、設備、高度化施設等 

用地のあっせん、労働力の確保、道路等の整備、情報・

資料の提供、その他 

助成状況 

 

イ 商店街共同施設助成 

商店街の共同施設（街路灯、アーケード、防犯カメラ等）の設置等の事業を助成する。 

助成状況 

年    度 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2 R3 

件    数 3 6 3 0 3 

金額（千円） 4,146 8,185 1,128 0 1,478 

 

ウ 商店街共同施設電気料補助 

商店街が管理する街路灯電気料の20％を運営資金として補助する。 

助成状況 

年    度 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2 R3 

件    数 54 49 53 50 51 

金額（千円） 4,170 3,990 4,255 4,027 3,972 

 

エ 商店街活性化特別支援事業 

商店街等が実施する集客や販売促進等の事業を助成する。 

助成状況 

年    度 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2 R3 

件    数 28 32 32 16 18 

金額（千円） 28,015 28,272 23,700 12,956 17,800 

 

 

 

                 年 度 

区 分 
H29 H30 R1 R2 R3 

設立運営費 
件    数 0 0 4 2 0 

金額（千円） 0 0 400 200 0 

高度化施設 
件    数 0 0 0 0 0 

金額（千円） 0 0 0 0 0 
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経済観光



オ 商店街空き店舗対策事業 

商店街団体等が実施する空き店舗対策事業に助成する。 

助成状況 

年    度 H29 H30 R1 R2 R3 

件    数 11 1 2 2 4 

金額（千円） 5,823 1,000 2,000 2,000 3,449 

 

カ 商店街等プレミアム付商品券発行支援事業 

地域経済における消費喚起を目的に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街・商工会・事業協同組合

等が、独自にプレミアム付商品券を発行する事業に対し助成する。 

助成状況 

 
R2 新型コロナウイルス対応 
緊急プレミアム付商品券発行

支援事業 

R2 商店街等プレミアム付商品券発行
支援事業 

R3 プレミアム付商品券発行 
支援事業 

件    数 34（52団体） 32（62団体） 43（74団体） 

金 額 （ 千 円 ） 184,586 225,171 268,801  

 

キ 水辺エリア商店街都市緑化フェア推進事業 

「第 38回全国都市緑化くまもとフェア」における水辺エリア会場周辺に所在する商店街内の空き店舗を活用して実

施する事業に対し助成する。 

助成状況 

 

 

 

 

 

ク 飲食店等感染防止環境整備支援事業 

   感染拡大防止を目的とした飲食店等の環境整備等に対する助成を行う。 

助成状況 

  ※ 換気設備等補助金は令和 2 年度事業（事業の一部を令和 3 年度に繰り越して実施） 

 

 

ケ 飲食店デリバリー利用促進事業 

新型コロナウイルス感染拡大を受け、「新しい生活様式」への対応支援として、出前等において飲食宅配代行業

者を利用する際の配達料に対する助成を行った。 

助成状況 

年   度 R2 R3 

件   数（社） 4   7  

金   額（千円） 14,913 71,293  

 

年   度 R3 

件   数 1 

金 額（千円） 1,000  

                   年 度  

区 分 
R2 R3 

小規模改修等補助金 
交付確定件数 2,175  47  

交付確定額（千円） 476,370 4,887  

換気設備等補助金 
交付確定件数  310 283 

交付確定額（千円） 324,298  313,806  
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経済観光



コ 緊急家賃支援事業 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う県の要請に協力し、休業した施設や営業時間を短縮した飲食店等に対する助成を行っ

た。 

助成状況 

 

 サ 飲食店食べ歩き１億円キャッシュバック事業 

   市内の「熊本県感染防止対策認証店」３店舗で飲食し、受領したレシート等をもとに応募を受け付け、抽選で飲食 

代金の８割（上限１万円／回）を現金でキャッシュバックする。 

 実施時期  未定 

 

シ 新型コロナウイルス感染症緊急空き店舗対策事業 

新型コロナウイルス感染症の影響により増加した商店街の空き店舗を解消し、もって本市商業の振興を図るため、

出店環境の整備・出店に係る経費の一部を補助する。 

助成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
緊急家賃支援 

第１回 

時短協力緊急家賃支援 

第２回 第３回 第４回 

受付期間 
R2年5月7日 
～7月31日 

R3年2月8日 

～4月30日 

R3年6月15日 

～9月15日 

R3年9月24日 

～12月24日 

件数 5,867 2,855 2,821 2,361 

金額（千円） 764,118 244,377 241,200 204,717 

                 年 度 

区 分 
R3 

新規出店者支援事業 
件    数 8 

金額（千円） 9,103 

空き店舗リノベーション

支援事業 

件    数 1 

金額（千円） 3,000 
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経済観光



（７）中小企業金融対策（商業金融課） 

ア 中小企業金融制度一覧 

制度名 

（発足年月日） 

小口資金融資 

（昭 38.8.7） 

経営向上小口資金融資 

（平 19.10.1） 

目 的 

市内中小企業者の小口資金の円滑な融資を図

ることにより、企業の体質改善を図り、もって

本市中小企業の振興に寄与する 

信用保証協会と金融機関との責任共有制度の

導入に伴う金融環境変化の影響を受けやすい

市内小規模零細事業者に対して、責任共有制

度の対象除外となる全国統一の保証制度の対

象とすることにより、小口資金の円滑な融資

を図り、企業の体質の改善を図るとともに、

安定的な資金調達を維持し、もって本市中小

企業の振興に寄与する 

対 象 

・市内に 1 年以上居住し、かつ同一事業を 1 年

以上経営している中小企業者 

・従業員 20 人以下であること 

・市内に 1 年以上居住し、かつ同一事業を 1

年以上経営している中小企業者 

・従業員 20 人以下（宿泊業・娯楽業を除く商

業・サービス業は 5 人以下）であること 

・この融資と既存の保証協会の保証付融資残 

高（根保証においては融資極度額）との合

計で 2,000 万円の範囲内であること 

※認定支援機関を活用し、事業改善に取り組

む企業者は、保証料補給の特例あり 

※熊本市事業承継者に対する利子補給要綱第

２条第１項第１号に該当する者は、保証料

補給の特例あり 

使 途 運転資金、設備資金 運転資金、設備資金 

融 資 限 度 額 1,000 万円以内 1,000 万円以内  

融資期間及び利率 

30 ヶ月：固定 年 2.00％以内 

45 ヶ月：固定 年 2.10％以内 

60 ヶ月：固定 年 2.20％以内 

3 年以内：固定 年 1.70％以内 

4 年以内：固定 年 1.80％以内 

5 年以内：固定 年 1.90％以内 

据 置 期 間 6 ヶ月以内 6 ヶ月以内 

保 証 料 率 
年 0.45％～1.25％ 

保証料補給：1/2 

年 0.50％～2.20％ 

保証料補給：1/2  

※特例対象者 全額 

連 帯 保 証 人 

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不

要。ただし、熊本県信用保証協会が特に必要と

認める場合を除く 

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不

要。ただし、熊本県信用保証協会が特に必要

と認める場合を除く 

返 済 方 法 元金均等月賦返済 一括又は分割返済 

申 込 先 

取扱金融機関 

熊本商工会議所 

市内各商工会 

取扱金融機関 

熊本商工会議所 

市内各商工会 

取 扱 金 融 機 関 

肥後銀行 

熊本銀行 

熊本信用金庫 

熊本第一信用金庫 

熊本中央信用金庫 

熊本県信用組合 

肥後銀行 

熊本銀行 

熊本信用金庫 

熊本第一信用金庫 

熊本中央信用金庫 

熊本県信用組合 

市

預

託

条

件 

融資原資（千円） 469,400（出捐金） 874,000 

協 調 倍 率 （ 倍 ） 25 3 

融 資 枠 （ 千 円 ） 11,735,000 2,622,000 

預 託 機 関 県信用保証協会 取扱金融機関 
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制度名 

（発足年月日） 

経営安定資金融資 

（昭 43.4.1） 

創業サポート資金融資 

（平 12.4.1） 

目 的 

市内中小企業者の経営の合理化、体質の改善に

必要な資金の円滑な融資を図ることにより、も

って本市中小企業の振興に寄与する 

創業を行うまたは創業を行った個人もしくは

創業を行ったことにより設立された会社、また

は事業の転換又は多角化を行う者に対して、資

金の円滑な融資を図ることにより起業支援を

行い、もって本市中小企業の振興に寄与する 

対 象 
市内に 1 年以上居住し、かつ同一事業を 1 年以

上経営している中小企業者及び組合 

１．新規開業（開業後 1 年未満の者を含む） 

① 市内に居住し、事業を営んでいない個人 

であって、新規事業と同一事業の勤務経験が 

あり、1 月以内に新たに事業を開始する者（2 

月以内に新たに会社を設立する者） 

② 市内に居住し、事業を営んでいない個人 

であって、新規事業と同一事業の勤務経験が 

なく、1 月以内に新たに事業を開始する者（2 

月以内に新たに会社を設立する者）（学生に 

ついては、学校の推薦を受けた者） 

※産業競争力強化法に基づく特定創業支援等

事業により支援を受けた者は、6 月以内 

※熊本県外に住民登録後 1 年以上経過し、定住

を目的として、熊本市内に住民登録後 1 年以

内の者は、保証料の特例あり 

※熊本市事業承継者に対する利子補給要綱第

２条第１項第２号ア、ウに該当する者は、保

証料補給の特例あり 

２．転業・多角化 市内に 1 年以上居住し、か

つ同一事業を3年以上継続して営んでいる者 

転業・多角化前であること 

※熊本市事業承継者に対する利子補給要綱第

２条第１項第２号イに該当する者は、保証料

補給の特例あり 

使 途 運転資金、設備資金 運転資金、設備資金 

融 資 限 度 額 
事業者：3,000 万円以内 

組 合：4,000 万円以内 

新規開業①：2,000 万円以内 

新規開業②：500 万円以内 

転業・多角化：1,000 万円以内 

融資期間及び利率 

3 年以内：固定 年 2.10％以内 

5 年以内：固定 年 2.20％以内 

7 年以内：固定 年 2.30％以内 

新規開業 3 年以内：固定 年 1.30％以内 

5 年以内：固定 年 1.45％以内 

7 年以内：固定 年 1.60％以内 

転業・多角化 7 年以内：固定 年 2.00％以内 

据 置 期 間 6 ヶ月以内 1 年以内 

保 証 料 率 年 0.25％～1.70％ 

新規開業  ：年 0.35％ 

転業・多角化：年 0.25％～1.70％ 

保証料補給：特例対象者のみに対し全額 

連 帯 保 証 人 

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不

要。ただし、熊本県信用保証協会が特に必要と

認める場合を除く 

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不

要。ただし、熊本県信用保証協会が特に必要と

認める場合を除く 

返 済 方 法 元金均等月賦返済 元金均等月賦返済 

申 込 先 

取扱金融機関 

熊本商工会議所 

市内各商工会 

取扱金融機関 

熊本商工会議所 

市内各商工会 

取 扱 金 融 機 関 

肥後銀行 

熊本銀行 

熊本信用金庫 

熊本第一信用金庫 

熊本中央信用金庫 

肥後銀行 

熊本銀行 

熊本信用金庫 

熊本第一信用金庫 

熊本中央信用金庫 

市

預

託

条

件 

融資原資（千円） 501,000 157,000 

協 調 倍 率 （ 倍 ） 3 3 

融 資 枠 （ 千 円 ） 1,503,000 471,000 

預 託 機 関 取扱金融機関 取扱金融機関 
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経済観光



制度名 

（発足年月日） 

短期資金融資 

（平 24.4.1） 

経営安定特例資金融資 

（昭 55.4.15） 

目 的 

 

市内中小企業者の短期資金の円滑な融資

を図ることにより、もって本市中小企業の

振興に寄与する 

外的要因による経営環境の変化に伴い、健全な経

営の安定に支障が生じた中小企業者へ円滑な融資

を図ることにより、中小企業者の経営の安定を図

り、もって、本市中小企業の振興に寄与する 

対 象 
市内に 6 ヶ月以上居住し、かつ同一事業を

6 ヶ月以上経営している中小企業者 

市内に 1 年以上居住し、かつ同一事業を 1 年以上

（天災地変・火災の場合 6 ヶ月以上）経営してい

る中小企業者 

①大規模小売店（床面積 1,000 ㎡以上）の進出又

は増床により経営に影響を受けると市長が認め

たもの 

②倒産企業に対して直接取引をおこなっている者

で、50 万円以上の売掛債権を有しその回収が困

難であると市長が認めたもの 

③天災地変・火災により被害を受けた中小企業者 

④大規模小売店の撤退、譲渡、又は縮小に伴い経

営に影響を受けると市長が認めたもの 

使 途 運転資金、設備資金 
運転資金、設備資金 

（①、④については設備資金のみ） 

融 資 限 度 額 500 万円以内 1,500 万円以内 

融 資 期 間 及 び 利 率 
保証付 １年以内：固定 年 1.95％以内 

保証無 １年以内：固定 年 2.10％以内 
7 年以内：固定 年 2.00％以内 

据 置 期 間 無 1 年以内 

保 証 料 率 保証付の場合 年 0.25％～1.70％ 年 0.25％～1.70％ 

連 帯 保 証 人 

保証付の場合 

原則として法人代表者以外の連帯保証人

は不要。ただし、熊本県信用保証協会が特

に必要と認める場合を除く 

保証付でない場合 

取扱金融機関の定めるところとする 

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。

ただし、熊本県信用保証協会が特に必要と認める

場合を除く 

返 済 方 法 一括又は分割返済 元金均等月賦返済 

申 込 先 

取扱金融機関 

熊本商工会議所 

市内各商工会 

取扱金融機関 

熊本商工会議所 

市内各商工会 

取 扱 金 融 機 関 

肥後銀行 

熊本銀行 

熊本信用金庫 

熊本第一信用金庫 

熊本中央信用金庫 

横浜幸銀信用組合 

熊本県信用組合 

商工組合中央金庫 

肥後銀行 

熊本銀行 

熊本信用金庫 

熊本第一信用金庫 

熊本中央信用金庫 

熊本県信用組合 

市

預

託

条

件 

融資原資（千円） 40,000 130,000  

協 調 倍 率 （ 倍 ） 3 3 

融 資 枠 （ 千 円 ） 120,000 390,000  

預 託 機 関 取扱金融機関 取扱金融機関 
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経済観光



制度名 

（発足年月日） 

経済環境変動対策資金融資 

（昭 62.6.1） 

目 的 
経済環境の変動により事業活動に支障をきたしている中小企業者に対し、経営の安定に必要な資

金の円滑な融資を図ることにより、もって本市中小企業の振興に寄与する 

対 象 

・市内に 1 年以上居住し、かつ同一事業を 1 年以上経営している中小企業者 

・売上高が減少している中小企業者 

中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定に基づき指定された業種で、融資申込以 

前１年以内のいずれか連続した３か月間の平均売上高が、前年同期の平均売上高と比較 

し５パーセント以上減少している者 

使 途 運転資金 

融 資 限 度 額 1,500 万円以内 

融 資 期 間 及 び 利 率 7 年以内：固定 年 1.85％以内 

据 置 期 間 6 ヶ月以内 

保 証 料 率 年 0.25％～1.70％ 

連 帯 保 証 人 
原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。ただし、熊本県信用保証協会が特に必要と認め

る場合を除く 

返 済 方 法 元金均等月賦返済 

申 込 先 

取扱金融機関 

熊本商工会議所 

市内各商工会 

取 扱 金 融 機 関 

肥後銀行 

熊本銀行 

熊本信用金庫 

熊本第一信用金庫 

熊本中央信用金庫 

熊本県信用組合 

市

預

託

条

件 

融資原資（千円） 1,548,000  

協 調 倍 率 （ 倍 ） 3 

融 資 枠 （ 千 円 ） 4,644,000  

預 託 機 関 取扱金融機関 
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経済観光



制度名 

（発足年月日） 

公害防止施設資金融資 

（昭 46.11.1） 

地下水使用合理化設備資金融資 

（平 3.4.1） 

目 的 

市内中小企業者の工場又は事業所における

公害防止に必要な施設の設置又は改善等に

要する資金の円滑な融資を図ることにより、

もって市民の健康の保護、生活環境の保全を

図る 

市内中小企業者の工場及び事業所における地下

水の使用合理化に必要な施設の設置又は改善等

に要する資金の円滑な融資を図ることにより、も

って本市中小企業の振興に寄与する 

対 象 

・市内に 1 年以上居住し、かつ同一事業を 1

年以上経営している中小企業者 

・公害防止に関し、監督機関の改善指導を受

け、市長が必要と認めた施設 

・市内に 1 年以上居住しかつ同一事業を 1 年以上

経営している中小企業者 

・地下水の使用合理化を図るものとして市長が認

めた施設・設備 

使 途 設備資金 設備資金 

融 資 限 度 額 800 万円以内 1,000 万円以内 

融資期間及び利率 
7 年以内：固定 年 2.20％以内 

利子補給：全額 

3 年以内：固定 年 2.00％以内 

5 年以内：固定 年 2.10％以内 

7 年以内：固定 年 2.20％以内 

利子補給：全額 

据 置 期 間 6 ヶ月以内 6 ヶ月以内 

保 証 料 率 
年 0.69％ 

保証料補給：全額 

年 0.25％～1.70％ 

保証料補給：全額 

連 帯 保 証 人 

原則として法人代表者以外の連帯保証人は

不要。ただし、熊本県信用保証協会が特に必

要と認める場合を除く 

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。

ただし、熊本県信用保証協会が特に必要と認める

場合を除く 

返 済 方 法 元金均等月賦返済 元金均等月賦返済 

申 込 先 

取扱金融機関 

熊本商工会議所 

市内各商工会 

取扱金融機関 

熊本商工会議所 

市内各商工会 

取 扱 金 融 機 関 
肥後銀行 

熊本銀行 

肥後銀行 

熊本銀行 

市

預

託

条

件 

融資原資（千円） 9,000 9,000 

協 調 倍 率 （ 倍 ） 2 3 

融 資 枠 （ 千 円 ） 18,000 27,000 

預 託 機 関 取扱金融機関 取扱金融機関 
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制度名 

（発足年月日） 

新エネルギー設備等資金融資 

（平 24.4.1） 

高度化資金融資 

（昭 44.4.1） 

目 的 

 

 

市内中小企業者の新エネルギー・省エネルギー

等設備導入に必要な資金の円滑な融資を図るこ

とにより、もって本市中小企業の振興に寄与す

る 

市内中小企業者の高度化及び近代化に必要な資

金の円滑な融資を図ることにより、もって本市

中小企業の振興に寄与する 

対 象 

 

・市内に 1 年以上居住し、かつ同一事業を 1 年

以上経営している中小企業者 

・環境負荷低減を図るものとして市長が認めた

設備等 

① 太陽光発電システム、ペレットボイラー、

燃料電池などの新エネルギー設備 

② 高効率空調機、高効率給湯機、ＬＥＤ照明

などの省エネルギー設備 

③ 電気自動車、天然ガス自動車、プラグイン

ハイブリッド自動車、クリーンディーゼル

自動車の 4 種類の自動車 

・事業協同組合、商店街振興組合、生活衛生同

業組合等、及びその組合員 

使 途 設備資金 運転資金、設備資金 

融 資 限 度 額 1,000 万円以内 
1 組 合：8,000 万円以内 

1 組合員：2,000 万円以内 

融資期間及び利率 10 年以内：固定 年 1.80％以内 8 年以内：固定 年 2.35％以内 

据 置 期 間 1 年以内 無 

保 証 料 率 
年 0.45％～1.90％ 

保証料補給：1/2 

保証付の場合は 

年 0.45％～1.90％ 

連 帯 保 証 人 

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不

要。ただし、熊本県信用保証協会が特に必要と

認める場合を除く 

取扱金融機関の定めるところとする 

返 済 方 法 元金均等月賦返済 取扱金融機関の定めるところとする 

申 込 先 

取扱金融機関 

熊本商工会議所 

市内各商工会 

取扱金融機関 

取 扱 金 融 機 関 

肥後銀行 

熊本銀行 

熊本信用金庫 

熊本第一信用金庫 

熊本中央信用金庫 

横浜幸銀信用組合 

熊本県信用組合 

商工組合中央金庫 

肥後銀行 

熊本銀行 

商工組合中央金庫 

                       

市

預

託

条

件 

融資原資（千円） 55,000 20,000 

協 調 倍 率 （ 倍 ） 3 4 

融 資 枠 （ 千 円 ） 165,000 80,000 

預 託 機 関 取扱金融機関 取扱金融機関 

※ 伝統工芸営業者、事業承継者に取組む中小企業者等に対する利子補給制度有り 

※ 起業化支援資金融資は、平成 23年 4月 1日から創業サポート資金融資へ名称変更 
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イ 新型コロナウイルス関連利子補給補助金 

 

 熊本県の金融円滑化特別資金の借入に際し、本市が利子補給を実施する。 

 

対 象 者 

・熊本県の金融円滑化特別資金のうち、以下のいずれかの貸付を受けた者 

①「新型コロナウイルス感染症分」は、令和 2年 3月 2日から令和 3年 3月 31日までの

融資実行分 

②「セーフティネット保証 4号、新型コロナウイルス感染症分」は、令和 2年 3月 2日か

ら令和 2年 8月 31日までの融資実行分 

③「危機関連保証、新型コロナウイルス感染症分」は、令和 2年 3月 2日から令和 2年 8

月 31日までの融資実行分 

・融資実行日から利子補給の申請日まで、継続して熊本市内で事業を営んでいる者 

補 給 期 間 融資実行日から 3年以内 

利 率 上 限 2.3％ 

補給対象借入額 

合計 8,000万円以内 

・「新型コロナウイルス感染症分」 

並びに「セーフティネット保証 4号、新型コロナウイルス感染症分」「危機関連保証、新型コ

ロナウイルス感染症分」の新規資金需要にかかる合計借入額 8,000万円を上限とする 

・借換えの場合、熊本地震分の借入残額は、利子補給の対象外 

補給率 全額 
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農業

林業

水産業

小計

鉱工業

建設業

小計

電気･ガス・水道業

卸売・小売業

運輸・郵便業

宿泊・飲食サービス業

情報通信業

金融・保険業

不動産業

専門・科学技術、
業務支援サービス業

公務

教育

保健衛生・社会事業

その他サービス

小計

0.3 1.1

（注）　表中の計数は単位未満を四捨五入しているため、総数と内訳の合計は一致しない場合がある。

　　　　数値に富合町、城南町、植木町を含む。

（資料）熊本県統計協会 市町村民経済計算報告書 令和元年度（2019年度）版

1.1 3.7 14.0

市内総生産（市場価格表示） 2,622,989 2,630,815 2,660,400 100.0 100.0 100.0

（控除）総資本形成に係る消費税 25,288 26,222 29,897 1.0 1.0

輸入品に課される税・関税 42,958 46,127 45,995 1.6 1.8 1.7 7.4 △ 0.3

2.3

合計 2,605,319 2,610,910 2,644,302 99.3 99.2 99.4 0.2

2,208,230 2,228,574 2,280,383 84.2 84.7 85.7

1.3

産
業

第
1
次
産
業

8,940 6,721 6,862 0.3 0.3 0.3

4.5

127,360 125,826 128,687 4.9 4.8 4.8 △ 1.2 2.3

304,528 302,753 316,236 11.6 11.5 11.9

3.5

147,248 147,935 146,362 5.6 5.6 5.5 0.5 △ 1.1

231,552 232,561 240,726 8.8 8.8 9.0

1.7

251,688 260,279 273,971 9.6 9.9 10.3 3.4 5.3

290,084 313,883 319,140 11.1 11.9 12.0

9.8

126,588 138,814 141,985 4.8 5.3 5.3 9.7 2.3

146,801 137,476 150,997 5.6 5.2 5.7

△ 1.5

0.7 △ 0.9

87,463 86,333 83,823 3.3 3.3 3.2 △ 1.3 △ 2.9

93,391 94,047 93,239 3.6 3.6 3.5

△ 5.3

△ 3.3 △ 4.9

第
3
次
産
業

55,267 44,636 46,204 2.1 1.7 1.7 △ 19.2

364,088 352,244 334,919 13.9 13.4 12.6

3.5

346,260 344,032 339,013 13.2 13.1 12.7

2.1

△ 8.8 △ 3.6

第
2
次
産
業

186,363 189,148 180,527 7.1 7.2 6.8 1.5

33,002 30,092 29,000 1.3 1.1 1.1

△ 4.6

177,725 163,096 154,392 6.8 6.2 5.8

142 141 0.0 0.0 0.0 △ 1.2 △ 0.5

23,918 23,230 21,997 0.9 0.9 0.8 △ 2.9

△ 24.8

△ 8.2

△ 0.6

△ 6.4

8.2

0.4

△ 0.6

0.9

（８）経済統計

　ア　 産業別市内総生産（経済政策課）

（単位　百万円、％）

項目

実数 構成比 対前年度比

H29年度 H30年度 R元年度 H29年度 H30年度 R元年度 H30年度 R元年度

△ 5.3

143
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イ　 産業（大分類）別事業所数及び従業者数の推移（民営事業所）（経済政策課）

　　 （平成２８年及び令和３年経済センサス-活動調査）

実数 構成比 実数 構成比

A～R 全 産 業 ( 公 務 を 除 く ) 28,310 29,657 100 305,105 322,112 100

A～B 農 林 漁 業 107 147 0.5% 1,096 1,400 0.4%

C 鉱 業 ， 採 石 業 ， 砂 利 採 取 業 3 1 0.0% 11 2 0.0%

D 建 設 業 2,430 2,735 9.2% 19,748 22,594 7.0%

E 製 造 業 1,091 1,041 3.5% 21,903 19,946 6.2%

F 電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 21 72 0.2% 729 971 0.3%

G 情 報 通 信 業 352 397 1.3% 6,659 6,760 2.1%

H 運 輸 業 ， 郵 便 業 538 518 1.7% 10,990 11,378 3.5%

I 卸 売 業 ， 小 売 業 7,733 7,449 25.1% 66,166 67,933 21.1%

J 金 融 業 ， 保 険 業 620 665 2.2% 11,286 11,110 3.4%

K 不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業 2,004 2,602 8.8% 9,163 10,800 3.4%

L 学術研究，専門・技術サービス業 1,680 1,983 6.7% 9,539 12,145 3.8%

M 宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業 3,466 3,264 11.0% 30,097 27,751 8.6%

N 生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業 2,646 2,531 8.5% 13,880 13,531 4.2%

O 教 育 ， 学 習 支 援 業 958 1,004 3.4% 15,159 16,073 5.0%

P 医 療 ， 福 祉 2,493 2,864 9.7% 57,771 63,149 19.6%

Q 複 合 サ ー ビ ス 事 業 192 193 0.7% 3,519 3,494 1.1%

R 
サ ー ビ ス 業
( 他 に 分 類 さ れ な い も の )

1,976 2,191 7.4% 27,389 33,075 10.3%

産 業 大 分 類

事業所数 従業者数

平成28年
実数

令和3年
平成28年

実数

令和3年
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ウ　商　　　業

業種別商店数・従業員数・年間販売額（商業金融課）

(平成28年経済センサス活動調査（卸小売業に関する集計結果））

実数
(所)

構成比
（％）

実数
(人)

構成比
（％）

実数
(百万円)

構成比
（％）

6,114 - 53,434 - 2,292,056 -

1,822 100 17,901 100 1,512,010 100

501 各 種 商 品 卸 売 業 9 0.1% 87 0.5% 12,746 -

511 繊 維 品 卸 売 業 5 0.3% 12 0.1% X -

512 衣 服 卸 売 業 31 1.7% 330 1.8% 6,893 0.5%

513 身 の 回 り 品 卸 売 業 23 1.3% 174 1.0% X -

521 農畜産物・水産物卸売業 232 12.7% 3,007 16.8% 362,848 24.0%

522 食 料 ・ 飲 料 卸 売 業 193 10.6% 2,111 11.8% 211,030 14.0%

531 建 築 材 料 卸 売 業 166 9.1% 1,728 9.7% 111,547 7.4%

532 化 学 製 品 卸 売 業 88 4.8% 708 4.0% 55,137 3.6%

533 石 油 ・ 鉱 物 卸 売 業 22 1.2% 198 1.1% 49,071 3.2%

534 鉄 鋼 製 品 卸 売 業 20 1.1% 120 0.7% 17,904 1.2%

535 非 鉄 金 属 卸 売 業 4 0.2% 26 0.1% 1,338 0.1%

536 再 生 資 源 卸 売 業 19 1.0% 536 3.0% 9,177 0.6%

541 産 業 機 械 器 具 卸 売 業 215 11.8% 1,630 9.1% 122,233 8.1%

542 自 動 車 卸 売 業 93 5.1% 1,047 5.8% 45,844 3.0%

543 電 気 機 械 器 具 卸 売 業 169 9.3% 1,298 7.3% 113,515 7.5%

549 そ の 他 機 械 器 具 93 5.1% 979 5.5% 64,616 4.3%

551 家具・建具・じゅう器等卸売業 55 3.0% 347 1.9% 24,913 1.6%

552 医薬品・化粧品等卸売業 133 7.3% 1,826 10.2% 211,570 14.0%

553 紙 ・ 紙 製 品 卸 売 業 33 1.8% 314 1.8% 22,281 1.5%

559 他に分類されない卸売業 219 12.0% 1,423 7.9% 65,013 -

4,292 100 35,533 100 780,047 100

56 各 種 商 品 小 売 業 10 0.2% 1,323 3.7% 64,610 8.3%

57 織物・衣服・身の回り品小売業 603 14.0% 2,702 7.6% 46,915 6.0%

58 飲 食 料 品 小 売 業 1,317 30.7% 14,082 39.6% 211,693 27.1%

59 機 械 器 具 小 売 業 624 14.5% 4,527 12.7% 153,038 19.6%

60 そ の 他 の 小 売 業 1,503 35.0% 10,388 29.2% 204,460 26.2%

61 無 店 舗 小 売 業 235 5.5% 2,511 7.1% 99,332 12.7%

　　注）産業分類は卸売業は「小分類」、小売業は「中分類」

年間商品販売額

小 売 業 計

合 計

産 業 分 類

卸 売 業 計

事業所数 従業者数
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エ 工   業 

産業別事業所数・従業者数・製造品出荷額等［従業者４人以上の事業所］（産業振興課） 
 

                                             （令和２年工業統計調査結果） 

オ 産業別事業所数・従業者数・製造品出荷額等［従業者４人以上の事業所］（産業振興課）  
  

                                          （令和２年工業統計調査結果） 

  

事業所数 従業者数 製造品出荷額等 

平成 30 年

実数 

（箇所）  

令和元年 

平成 30 年

実数 

（人）  

令和元年 

平成 30 年 

実数 

(百万円) 

令和元年 

実 数 

（箇所）     

構成比 実 数 構成比 実 数 構成比 

（％） （人）     （％） (百万円) （％） 

総    数 461 447 100.0 18,863 18,328 100.0 458,763 458,054 100.0 

4～9 人 201 189 42.3 1,303 1,184 6.5 13,684 13,744 3.0 

10～19 人 100 105 23.5 1,390 1,427 7.8 26,121 24,354 5.3 

20～29 人 45 42 9.4 1,096 1,013 5.5 19,737 19,412 4.2 

30～99 人 85 80 17.9 4,841 4,487 24.5 117,058 122,923 26.8 

100～299 人 18 20 4.5 2,927 3,398 18.5 61,747 72,146 15.8 

300 人以上 12 11 2.5 7,306 6,819 37.2 220,416 205,476 44.9 

※ 統計表中の記号について 
「－」：該当がないもの。 
「Ⅹ」：該当事業所が１ないし２事業所に関する数字であるため、統計の秘密保護の立場から特に内容を秘匿したもの。 
    また、３事業所以上に関する数字でも秘匿した事業所に関する数字が前後の関係から判明する場合は「Ⅹ」で表す。 

 
 
 
 
 

産業中分類 

事業所数 従業者数 製造品出荷額等 

実数 

（箇所） 

構成比 

（％） 

実数 

（人） 

構成比 

（％） 

実数 

（百万円） 

構成比 

（％） 

総計 447 100.0 18,328 100.0 458,054 100.0 

食料品 149 33.3 6,008 32.8 128,445 28.0 

飲料・たばこ・飼料 10 2.2 478 2.6 26,322 5.7 

繊維工業 24 5.4 446 2.4 3,447 0.8 

木材・木製品 8 1.8 184 1.0 2,769 0.6 

家具・装備品 20 4.5 204 1.1 2,567 0.6 

パルプ・紙・紙加工品 6 1.3 337 1.8 11,884 2.6 

印刷 43 9.6 1,131 6.2 15,861 3.5 

化学工業 6 1.3 1,752 9.6 47,266 10.3 

石油製品・石炭製品 2 0.4 28 0.2 X X 

プラスチック製品 14 3.1 375 2.0 11,619 2.5 

ゴム製品 1 0.2 5 0.0 X X 

皮革 - - - - - - 

窯業・土石製品 26 5.8 502 2.7 15,662 3.4 

鉄鋼業 4 0.9 446 2.4 13,644 3.0 

非鉄金属 3 0.7 58 0.3 1,643 0.4 

金属製品 44 9.8 1,308 7.1 26,205 5.7 

はん用機械器具 5 1.1 132 0.7 2,643 0.6 

生産用機械器具 33 7.4 1,805 9.8 45,960 10.0 

業務用機械器具 6 1.3 103 0.6 1,204 0.3 

電子部品 3 0.7 951 5.2 35,845 7.8 

電気機械器具 10 2.2 701 3.8 14,250 3.1 

情報通信機械器具 - - - - - - 

輸送用機械器具 5 1.1 1,192 6.5 46,318 10.1 

その他 25 5.6 182 1.0 1,677 0.4 
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２ 競輪事業（競輪事務所） 

（１）概   要 

   本市競輪事業は昭和２５年７月、財政再建と戦災復興事業に寄与することを目的として発足し、その後、昭和３

７年４月自転車競技法の恒久立法化、同年１０月競技実施団体としての自転車競技会（現公益財団法人ＪＫＡ）が

発足するなど事業の運営面で確固たる基盤が築かれた。 

   全国の公営競技の売上は、平成３年度をピークに減少傾向となっていたが、近年ネット投票の普及も進み上昇傾向

にある。そのような中で、本市競輪事業は、本場開催をはじめ場間場外発売など売上の増加を図るとともに、新規フ

ァンの掘り起こしのための専用場外車券売場の新設やファンサービスの充実、魅力あるレースの提供、特別競輪の誘

致など、ファンのニーズに応じた事業展開を行ってきた。 

   事業発足より現在までにおける発売額は、総額１兆２３４億円余、熊本市財政への繰出金総額は６７４億円余の巨

額に上り土木、教育、住宅等の公共施設の建設、福祉の充実等の貴重な自主財源として本市の財政に多大な貢献をし

ている。 

   令和４年（２０２２年）４月１日現在、熊本地震の影響により本場開催はできないが、他場を借り上げて開催する

など、本市発展の一助として収益を確保するよう運営を行っている。また、再建に向けバックスタンド等の解体工事

を行っており、解体工事が完了後、メインスタンド等の改修やバンク・駐車場の整備を行い、令和６年度（2024年度）

中のプレオープン（本場レース再開）、令和７年度（2025年度）のグランドオープンを目指して再建事業に取り組ん

でいる。 

 

（２）施  設 

所 在 地    中央区水前寺５丁目２３番１号 

       開 設 年 月     昭和２５年７月 

      競 走 路   １周５００ｍ  

       駐 車 場     ７８９台収容  

投 票 所   ８ヵ所  窓口 １０９     

支 払 所   ８ヵ所  窓口   ６２         

観 覧 席   定 員  １２，０００人     

（数値については震災前であり、現在再建中）  

（３）競輪事業の実績 

        年 度 

区 分 

 

Ｈ29 

 

Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 

開  催  回  数 5 5 5 4 5 

開  催  日  数 22 22 22 19 22 

入  場  者  数 5,722 6,480 5,945 4,063 4,501 

 収  入 千円 千円 千円 千円 千円 

入  場  料（普通席） 0 0 0 0 0 

  〃   （特別席） 0 0 0 0 0 

車 券 発 売 金 9,671,864 9,471,522 8,778,849 9,589,727 11,571,186 

そ の 他 の 収 入 541,009 491,288 695,377 1,574,575 1,935,593 

前 年 度 繰 越 金 250,268 191,169 74,296 176,370 204,636 

 支  出      

経 常 経 費 90,118 98,044 106,397 190,826 127,335 

開 催 経 費 9,144,868 8,946,997 8,366,133 10,173,486 12,193,405 

交    付    金 196,826 192,585 177,527 200,674 240,860 

施 設 関 係 20,160 42,058 122,095 21,049 241,544 

一 般 会 計 繰 出 金 250,000 300,000 200,000 100,000 200,000 

基 金 積 立 金 570,000 500,000 400,000 450,000 480,000 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため R2年度上期 FⅠ開催中止 
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（４）競輪事業収益金の使途 
  区分 

 

年度 

土木・住宅 

関 係 

民 生  

関 係 

教 育  

関 係 

衛 生  

関 係 

災害復旧 

工事関係 
そ の 他 合   計 

 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 

H29 17,875 7.2 186,875 74.7 20,350 8.1 7,225 2.9 3,750 1.5 13,925 5.6 250,000 100.0 

H30 35,190 11.7 221,880 74.0 22,410 7.5 9,390 3.1 1,410 0.5 9,720 3.2 300,000 100.0 

R1 10,340 5.2 160,860 80.4 16,740 8.4 5,520 2.7 0 0 6,540 3.3 200,000 100.0 

R2 10,210 10.2 72,840 72.8 9,850 9.9 2,750 2.8 0 0 4,350 4.3 100,000 100.0 

R3 26,680 13.3 142,880 71.4 15,580 7.8 6,780 3.4 360 0.2 7,720 3.9 200,000 100.0 

 

３ 観光政策（観光政策課） 

（１）概  況（観光政策課） 

  「森と水の都」と称される熊本市は、豊かな緑、清冽な地下水などの恵まれた自然と城下町としての永い歴史と伝統

ある地域文化に恵まれ、日本三名城の一つ熊本城に象徴される歴史都市として、また、多彩な文化を有する近代都市と

して毎年多くの観光客が訪れる観光都市である。 

  平成６年には「国際会議観光都市」の指定を受け国際観光都市づくりを推進するとともに、国内外の大会・会

議の誘致に取り組み、国際コンベンションシティとしての展開とともに、平成１５年９月には熊本市議会におい

て「観光立市くまもと」都市宣言が決議された。 

 また、平成２２年３月には本市と地理的に近く歴史的にもつながりが強い東アジア諸国からの誘客を進めてい

くため「熊本市東アジア戦略」を策定し、更に平成３０年３月には、世界に認められる「上質な生活都市」を目

指して「熊本市国際戦略」を策定した。 

 これらの戦略に基づき外国人誘客の取組を強化したことや、熊本城特別公開や国際スポーツ大会の開催などに

より、本市における外国人宿泊者数は、令和元年（２０１９年）には３４万人を突破し過去最多となった。 

 しかし、翌令和２年（２０２０年）には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、本市における

国内外の宿泊者数は大きく減少した。 

 今後、外国人観光客の受入環境の更なる充実を図るとともに、新規国内線就航による新たな訴求エリアや、新

型コロナウイルス感染症感染拡大の影響等による旅行需要の変容に伴う新たなターゲット層への訴求に取り組

むなど、本市の様々な魅力や情報を国内外に発信していく。 

 

観光客の動向                              

        項目  

 

 年 

観 光 客 数 

（千人） 

対 前 年 比 

（％） 

宿 泊 客 数 

（千人） 

うち外国人宿泊者数 

（千人） 

H28 4,600 82.0 2,531 104 

H29 5,018 109.0 2,759 182 

H30 4,954 98.7 2,813 235 

R1 6,014 121.4 2,819 343 

R2 2,453 40.8 1,681 49 
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（２）観光客誘致（観光政策課） 

ア 観光マーケティング戦略 

多様化・個別化する観光客ニーズなどのデータ収集と分析を行い、データに基づいた観光施策の基本的な指針と

して「観光マーケティング戦略」を策定予定 

    ※新型コロナウイルス感染症の影響により観光客が激減し、戦略の基礎となるデータ収集が困難なため、戦略策

定は事態の収束後に延期 

  イ 観光マーケットリサーチ 

コロナ禍における旅行者の行動や意識変容を捉え、今後の施策や戦略策定に活かすため、国内旅行者の滞在情報

やＳＮＳ等のビッグデータを活用した外国人旅行者のニーズ、志向情報などの調査・分析を実施 

 

ウ 観光誘客促進業務 

新規国内線就航による新たな訴求エリアや、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響等による旅行需要の変容

にあわせ、新たなターゲット層へのプロモーションを実施 

 

エ 観光プロモーション 

・欧米豪州及び中国、台湾、香港、タイなどのアジアに向けた個人旅行者向けのＷＥＢメディアを活用した 

プロモーションや旅行会社へのオンライン商談会を通じた情報発信 

・観光ホームページ「熊本市観光ガイド」による情報発信の充実 

・「熊本城おもてなし武将隊」や「ひごまる」によるＳＮＳを活用した観光ＰＲ 

 

オ 九州都市間のネットワーク推進 

九州内主要都市及び阿蘇・天草地域等と連携した広域観光PR 

 

カ 観光客誘致事業への支援 

熊本国際観光コンベンション協会が実施する観光客誘致事業に対する支援 

 

キ 新型コロナウイルスへの対応 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている裾野の広い観光関連産業を広く支援するため、市内宿泊を伴う 

旅行商品を割引する「LOOKUP Kumamotoキャンペーン」の実施 

・感染拡大防止対策の強化と宿泊施設の新たな利用形態の定着を図るため、宿泊施設が販売するテレワークプラ 

ンを割引する「テレワーク利用促進事業」の実施 

 

ク 地理的優位性を活かした広域観光の推進 

県内の主要交通結節点を有する本市の地理的優位性を活かし、熊本県の陸の玄関口であるＪＲ熊本駅と桜町バスタ

ーミナル周辺において、県内各地の魅力を発信するイベント等を開催するとともに、開催期間に合わせて市内宿泊

と県内市町村への周遊を促す旅行商品の割引支援等を実施 

- 274 -

経済観光



（３）観光客受入態勢（観光政策課） 

 ア 観光案内所 

  桜の馬場 城彩苑総合観光案内所及び熊本駅総合観光案内所の運営・案内機能の充実強化 

  

イ 国際観光重点地域 

本市が「国際観光重点地域」と指定している「熊本城」、「水前寺成趣園」及びその周辺エリアにおける地域の観光

資源を活かした魅力的な滞在コンテンツの充実など訪日外国人観光客の受入環境の強化 

 

 ウ 熊本城シャトルバス 

  桜の馬場 城彩苑と熊本城二の丸駐車場間における無料シャトルバスの運行 

 

 エ 観光施設 

  峠の茶屋公園、岩戸の里公園、野出峠の茶屋公園等の維持管理 

 

 オ 観光イベント関連事業（イベント推進課） 

  祭り・伝統芸能の継承 

  ・火の国まつり 

   多くの市民が参加しやすく親しめる市民参加型のまつり。 

   名 称  「第４５回 火の国まつり」 

   期 間  令和４年（２０２２年）８月５日（金）、６日（土）、７日（日）の３日間 

   主 催  火の国まつり運営委員会・熊本市 

  会 場  熊本市中心部一帯 

 

・江津湖花火大会 

 「水の都」熊本市のシンボルである江津湖で開催する花火大会。 

 名 称  「江津湖花火大会２０２２」 

 開催日  未定 

 

・くまもとお城まつり（熊本城総合事務所） 
    平成２８年４月に発生した熊本地震に伴う熊本城の被害により、これまでイベントを開催してきた有料区域内

及び奉行丸広場、笹園が使用不可能となっている中、二の丸広場を主会場とし、城彩苑や花畑広場等の関連施設

催事との連携を強化し、回遊性を図ることで城下と一体となった賑わいの創出を行う。 

   今年度の方針 

    天守閣の完全復旧に伴い、国内外より多くの来城者が見込まれる中、熊本城の魅力と復興の姿を発信するため

様々なイベントを開催する。 
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（４）ＭＩＣＥの誘致推進（誘致戦略課） 

 ア 概要 

   ＭＩＣＥとは、企業等が開催する内部の会議等（Meeting）、社員や販売代理店等に対する表彰や研修等を目的とし

た報奨旅行（Incentive Tour）、学会や団体などが開催する学術会議等（Convention）、文化的な催事や展示会・見本

市（Exhibition/Event）など、多くの集客や交流が見込まれる催事の頭文字を用いた総称であり、ＭＩＣＥの開催は、

集客や交流人口の増加等に伴う直接的な経済波及効果があることはもとより、産業や学術等と密接に関連しており、

地域産業の活性化、学術の振興、都市の国際化や魅力の向上等に繋がるものと期待されている。 

   これらの効果等を踏まえ、国においては、平成２１年７月に「ＭＩＣＥ推進アクションプラン」を策定するなど、

ＭＩＣＥの誘致や開催を推進しており、また、観光立国の実現に向けた主要な柱の一つとしてＭＩＣＥを位置付けて

いる。 

本市においても、ＭＩＣＥの開催による効果を享受するため、熊本国際観光コンベンション協会を中心としてコ

ンベンションの誘致に取り組むとともに、平成２４年１０月の「くまもとＭＩＣＥ誘致推進機構」の設立、平成２

７年４月の「熊本市ＭＩＣＥアンバサダー（大使）」制度の創設などの施策を実施しており、また、平成３０年１２

月に「熊本市ＭＩＣＥ誘致戦略」を策定し、戦略的なＭＩＣＥ誘致活動を展開している。 

    新型コロナウイルス感染症発生後は、ハイブリッド型の e スポーツイベントや配信型のリモート観光ツアー等を

実施するなど、コロナ禍においても実施可能なイベントを誘致・開催した。 

また、本市のユニークベニューを充実させるなど、新型コロナウイルス感染症収束後の本格的な誘致活動再開の

準備を行うとともに、今後は国内や海外の動向を見据えながら、関係機関等との協力・連携のもとＭＩＣＥの誘致

推進の取組を進める。 

 

 イ ＭＩＣＥの誘致推進 

① 熊本国際観光コンベンション協会 

   ・地元キーパーソンや首都圏学会事務局等とのネットワーク構築によるコンベンション誘致推進 

   ・ＭＩＣＥの誘致活動及び開催への助成、支援事業（平成３１年（２０１９年）４月、上限額１，２００万円の特

別助成制度を創設） 

② くまもとＭＩＣＥ誘致推進機構 

   熊本へのＭＩＣＥの誘致を推進し、熊本の地域活性化及び知名度向上に資することを目的に、平成２４年１０月、

大学・高等教育機関、医療・福祉団体、スポーツ・文化団体、経済団体、新聞・放送関係、中心商店街、コンベンシ

ョン施設、宿泊施設、旅行代理店、交通運輸事業者、行政・コンベンション推進団体の６８団体（令和４年（２０２

２年）４月現在７０団体）で構成する「くまもとＭＩＣＥ誘致推進機構」を設立した。 

   熊本へのＭＩＣＥ誘致推進のため、同機構は次の活動に取り組む。 

・ＭＩＣＥの誘致活動を行う際に、熊本の魅力をアピールできるよう支援、受入体制の充実を図る。 

・誘致及び開催情報の集約、支援情報の周知を図るためのネットワークを構築する。 

③ 熊本市ＭＩＣＥアンバサダー 

本市へのＭＩＣＥの誘致推進を図るため、平成２７年４月１日に制定した熊本市ＭＩＣＥアンバサダー（以下「ア 

ンバサダー」という。）設置要綱により選任したアンバサダー（令和４年（２０２２年）４月現在５名）は次の活動

を行う。 

・ＭＩＣＥ開催地としての本市の広報活動  

・本市が行うＭＩＣＥ誘致活動への協力及び助言 

・ＭＩＣＥ開催に関する本市における普及啓発活動 

④ 熊本市ＭＩＣＥ誘致戦略の概要 

目標 

・コンベンション開催による経済波及効果額 令和５年（２０２３年）：７８億円 

  ・熊本城ホールで開催されるイベントに対する満足度 令和５年度（２０２３年度）：８０％ 
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  重点ターゲット 

  ・医療系の国内学会 

  ・水資源、農業、防災、海外移住者（日系人）の多さなどの熊本の特性を活かせる国際会議 

  ・熊本で初開催となる芸術、文化、スポーツ等のイベント 

  ・小・中規模のインセンティブツアー 

  戦略の柱 

  ・段階的な公開にあわせた熊本城の活用 

  ・ユニークベニューの充実 

  ・ホテルの充実 

  ・熊本国際観光コンベンション協会による支援の充実 

  ・イベント開催に係るインセンティブの付与 

 

ウ 熊本城ホールの概要 

熊本城ホールは、地域住民相互の交流の場を提供することを目的として令和元年（２０１９年）１２月にグラン

ドオープンを迎えた。商業用途のほか、バスターミナル、ホテル、マンション、バンケットなどで構成される桜町

再開発施設の一部で、延べ床面積の合計が約３０，０００㎡あり、約１，６００㎡の自由な空間演出により各種催

事に対応可能な展示ホール、約３００の壁面収納の可動席と約４５０の仮設席の自由な配置により小・中規模ホー

ルとしての利用や平土間での利用も可能なシビック（多目的）ホール、連結利用も可能な約３０～３００㎡の大中

小１９室の会議室、さらには県内最大規模の約２，３００の固定席を有し、文化催事やシンポジウムなどに利用で

きるメインホールの４層構造の施設になる。 

   中心市街地に立地し、バスターミナルや商業施設、ホテル等と一体的に利用できる、地理的・機能的優位性を有す

るほか、メインホールホワイエからは熊本城を眺望することができるなど、来館者に対して充実したおもてなしがで

きる全国でも他に類を見ない施設である。 

   施設概要 

    管理運営 熊本城ホール運営共同事業体（指定管理者 期間：平成３１年度（２０１９年度）～令和５年度（２０２３

年度）） 

    所在地  中央区桜町３番４０号 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本城ホール（メインホール） 
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（５）熊本国際観光コンベンション協会（観光政策課・誘致戦略課） 

  名 称  一般財団法人熊本国際観光コンベンション協会 

  目 的  熊本市及びその周辺地域の産業、技術及び文化、歴史などの資源を活用し、ＭＩＣＥ及び観光

の振興を図ることにより、地域の産業経済の活性化及び文化の向上並びに国際相互理解の増進

に資することを目的とする。 

  事     業  コンベンションの誘致及び支援、観光客の誘致及び受入、国内への広報及び宣伝、ＭＩＣＥ及

び観光の企画及び調査、ＭＩＣＥ及び観光に関する情報の収集及び提供、ＭＩＣＥ及び観光に

関する人材の育成及び啓発、観光施設内売店の運営等 

  事務所の所在地  中央区細工町４－３０－１ 扇寿ビル５階 

  コンベンション開催状況 

 

 

 

 

 

（６）桜の馬場観光交流施設及び桜の馬場観光交流施設駐車場（観光政策課） 

   熊本城のエントランスにあたる桜の馬場地区に観光交流施設を整備することで、観光客等の滞留時間を拡大するとともに、周

辺地域への回遊性を促進し、中心市街地の活性化並びに城下町である本市の魅力向上に寄与することを目的とし、ＰＦＩ方式に

より整備したものである。 

   所 在 地  中央区二の丸１番１ 

   施 設 概 要  総合観光案内所、歴史文化体験施設、多目的交流施設、駐車場 

 

（７）名所旧跡及び観光施設 

 ア 水前寺成趣園（観光政策課） 

   清らかな水と日本庭園の美しさで知られており、肥後細川家３代忠利が「国府のお茶屋」としてつくったもの

を、５代綱利が現在のような大規模庭園に改修し「成趣園」と名づけた。造りは回遊式庭園で阿蘇の伏流水が湧き

出る池を中心に築山、浮石、松などが配されている。池の湧水は年中絶えることなく、至る所から湧き出ており、

観光客、市民の憩の場所となっている。文豪夏目漱石もこの清冽な水をたたえて「湧くからに 流るるからに 春

の水」と詠んでいる。 

 

 イ 北岡自然公園（文化財課） 

   細川家歴代の菩提寺である妙解寺が設けられていた所で、明治４年に廃寺とされ細川家の別邸となり、現在は、

自然公園として公開されている。園の奥にある３代忠利及び４代光尚の廟側には、殉死者の墓や森鴎外の小説「阿

部一族」で有名な阿部弥市右衛門の墓があり、数々の歴史を物語っている。 

 

 ウ 立田自然公園（文化財課） 

   立田山の麓にある立田自然公園は、細川家の菩提寺泰勝寺跡である。ここには、初代藤孝及びその夫人、２代目

忠興とガラシャの名で広く世に知られるその夫人をはじめ歴代藩主の墓がある。ガラシャ夫人は明智光秀の娘で、

キリスト教に帰依し貞節をもって一生をつらぬいた。今なお、夫人の墓を訪れる内外の客は後を絶たない。また木

立の中には風流を極めた茶室「仰松軒」がある。 

年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 

件 数 （ 件 ）  322  366  313  67  103  

人 員 （ 人 ） 105,560  140,913  139,053  21,754  36,412  
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 エ 本妙寺（文化財課） 

   九州における日蓮宗の名刹として知られる加藤家の菩提寺本妙寺は、熊本城の北西約２km、城をのぞむ中尾山の

中腹にある。境内には、清正公を祀った浄池廟、清正公の肖像画や遺品を納めた加藤清正公記念館、清正に殉死し

た大木土佐守や金宦の墓などがある。７月２３日に行われる頓写会には、夜を徹して参拝の人波が続く。 

＊熊本地震により一部通行規制有（令和４年（２０２２年）４月１日現在） 

 

 オ 峠の茶屋公園（観光政策課） 

   明治３０（１８９７）年、文豪夏目漱石は、友人とともに熊本から現在の天水町へ旅をした。その時に通ったの

が、鳥越峠と野出峠で、当時この２つの峠には茶屋があり、有名な「草枕」の一節「おい、と声をかけたが返事が

ない」はこのどちらかの茶屋が舞台といわれている。現在、当時の茶屋は存在しないが、野出峠は有明海や島原半

島を望む展望公園として整備されている。一方、鳥越峠は峠の茶屋公園として資料館が整備され、漱石に関わる資

料が展示されている。 

 

力 武蔵塚（北区土木センター） 

   剣聖宮本武蔵は、細川忠利に招かれて、晩年を肥後で送り、その生涯を閉じた。その墓は、細川家藩主の江戸参勤

交代の折、その無事を見守りたいとの武蔵の遺言により、大津街道沿いに選ばれたと伝えられている。なお、武蔵塚

がある武蔵塚公園は、日本庭園や茶室・東屋の他、公園のシンボルとして武蔵のブロンズ像が建立されている。 

 

キ 霊巌洞岩戸観音・五百羅漢（観光政策課） 

   金峰山の西麓にあり、剣聖宮本武蔵が兵法書「五輪書」を記した洞窟で観音が祀られている。この横には、熊本

の商人淵田屋儀平が石工了善に２４年の歳月を費やし彫らせて奉納したと伝えられている五百羅漢もある。 

 

 ク 田原坂公園（北区土木センター 植木地域整備室） 

   西南戦争では１７昼夜にわたる戦闘が繰り広げられた激戦地である。園内には、激戦の跡が生々しい土蔵造りの

弾痕の家（復元）や慰霊塔、田原坂西南戦争資料館が建ち、往時の戦いを知ることができる。官軍が田原坂の戦闘

で消耗した小銃の弾薬は、一日平均３２万発、死者は官軍だけで１日平均１００名にものぼったといわれている。

いまではツツジや桜の名所として知られる美しい公園として親しまれている。 

  

 ケ 塚原古墳公園（南区土木センター 城南地域整備室） 

   ２００基以上の古墳が発見された国指定史跡「塚原古墳群」が広がり、桜やアジサイ、コスモスなど季節の花が

咲くきれいな古墳公園に整備されている。公園内には、熊本市塚原歴史民俗資料館や火の君遊園地、熊本県民天文

台などもあり、家族連れで一日中楽しめる。 
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４ 動植物園（動植物園） 

 

（１）概要 

  自然環境の荒廃が深刻化している今日、希少動植物の種の保存や生涯教育、環境教育の場としての動植物園の果たす

社会的役割はますます重要なものとなっている。 

当園においても、動物ふれあい広場｢タッチ愛ランド｣での、体験プログラムや、日本庭園における「ホタルの里づ

くり｣などの取り組みをとおして、命の尊さや自然環境に関われるような事業を展開している。 

  そのような中、平成１９年（２００７年）から、平成２５年（２０１３年）において、動物の習性及び行動に配慮し

た魅力的な展示施設とする再編整備に取り組み、「サルたちの森」や｢モンキーアイランド｣、「チンパンジー愛ランド」、

「ペンギン・カピバラ・サル山エリア」を整備した。 

平成２８年（２０１６年）４月の熊本地震では、園路や獣舎などに甚大な被害を受け休園を余儀なくされたが、平

成３０年（２０１８年）１２月２２日には２年８ケ月ぶりの全面開園に至り、令和元年（２０１９年）に、現在地移

転５０周年という節目の年を迎えることができた。 

また、熊本地震からの復興と令和１１年（２０２９年）に迎える開園１００周年に向けた中長期的な整備・運営方

針として、令和２年（２０２０年）３月３１日に「熊本市動植物園マスタープラン」を策定し、計画の実現に向け園

内施設のリニューアルや自然環境教育の推進などに取り組んでいる。 

 

（２）施設概要 

   所 在 地  東区健軍５丁目１４番２号 

   敷 地 面 積  ２４.５０９ｈａ 

   開園年月日  昭和４年（１９２９年）７月２６日 

（昭和４４年（１９６９年）７月１日移転開園、平成３年（１９９１年）４月１日に動植物園新設） 

 

   飼 育 動 物  ほ乳類  ４８種  ２０５点    鳥 類  ５２種   ２８１点 

爬虫類  １５種   ７４点    両生類   ７種    ６０点 

計  １２２種   ６２０点（令和４年（２０２２年）４月１日現在） 

 

   植 物 園  花 壇  ３，１３７㎡   芝 生  ２９，７４８㎡    バ ラ  ９５０㎡ 

高 木  ７，８５０本   低 木    ３２，５９４本    生 垣  ６７０ｍ 

花の休憩所  ２８１種    ２，７０４点（令和４年（２０２２年）４月１日現在） 

 

   いきもの学習センター 

  落    成    平成元年（１９８９年）９月３０日 

          構 造   鉄筋コンクリート造平屋建 

          主 要 施 設   常設展示室 特別展示室 レクチャールーム 研究室 ロビー 

          総 工 費   ５００，０００千円 

 

   花の休憩所  落    成   平成３年（１９９１年）４月１日 

          構 造   鉄筋コンクリート造２階建一部鉄骨造 

          主 要 施 設   大温室 展示室 ガイダンスホール 

          総 工 費   １，２８０，０００千円 

 

   飼 育 管 理  落    成   平成８年（１９９６年）７月１５日 

 セ ン タ ー  構 造   鉄筋コンクリート造２階建 

          主 要 施 設   診察室 手術室 検疫室 解剖室 研修室 検査室等 

          総 工 費   ２９０，０００千円 
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   緑の相談所  落    成   昭和６０年（１９８５年）１０月７日 

          構 造   １Ｆ 鉄筋コンクリート造 

                   ２Ｆ 鉄骨造 

          主 要 施 設   相談室 研修室 水辺のインフォメーションセンター 

          総 工 費   ３００，２８５千円 

 

正門ゲート  落    成   令和４年（２０２２年）２月５日 

          構 造   鉄骨造平屋建て                    

          主 要 施 設   事務室 ホール ウェルカムスペース 救護室 授乳室 等 

          総 工 費   １９９，７６９千円 

 

   遊 戯 施 設  ドルフィンパラダイス、観覧車、モノレール、新幹線さくら、子ども列車、 

          メロディーペット、チェーンタワー、メリーゴーラウンド、カード迷路ぐるり森大冒険など 

 

   駐 車 場  平日無料（普通車 １，２２９台、バス ５７台） 

          土・日・祝日有料（普通車・中型車１台 ２００円 大型車１台 １，０００円） 

 

   入 園 料（令和２年（２０２０年）４月改定） 

                   〔個人〕   〔団体〕 

          大人・高校生   ５００円   ４００円 

          小・中学生   １００円    ８０円 

          （ただし、市内の小・中学生は名札又は生徒手帳持参の場合、無料） 

          幼    児   無 料 

 

利用状況 

       区分 

 年度 
入 園 者 数（人）  入 園 料（千円）  施設利用料（千円）  

H29 309,082 21,686 88,495 

H30 508,864 64,208 137,895 

R1 645,668 88,868 150,766 

R2 360,786 86,938 97,278 

R3 476,820 113,601 123,874 
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５ スポーツ振興（スポーツ振興課） 

   

  本市では、これまでの市民スポーツの素晴らしい伝統と歴史を踏まえ、誰もが健康で、生涯にわたりスポーツに親し

むことができ、様々なスポーツを通して交流ができる、豊かなスポーツライフにつなげる「スポーツ交流都市」を目指

すことを基本理念とする「熊本市生涯スポーツマスタープラン」を策定し、「すべての市民が生涯を通してスポーツに

親しむ環境づくりを一層拡充するとともに、スポーツコンベンションの誘致・開発等により都市のにぎわい創出を進め

ていくことを目的として、新しい時代に対応した、「市民の豊かなスポーツライフ」を目指します。 

 

（１）生涯スポーツ活動の推進（スポーツ機会の充実） 

 ア 地域スポーツ活動の支援 

   ・市民誰もが日常的にスポーツを行うことができる多種目・多世代型の地域住民主体の総合型地域スポーツクラブ

の育成を推進する。 

   ・市民の多種多様なスポーツ活動への要望へ応じるため、スポーツリーダーバンクの充実を図り、スポーツ指導者

を育成・支援を推進する。 

 

 イ 生涯スポーツ活動の支援（スポーツ振興課・イベント推進課） 

   ・熊本城マラソンをはじめ市民総参加型スポーツイベントの開催により、日常的に運動を行う習慣がない人も含め、

市民だれもがスポーツに参加し楽しめる環境づくりに取り組む。 

   ・スポーツ振興基金を活用し、有望な競技者の顕彰や支援はもとより、スポーツの普及及び啓発に取り組む。 

   ・スポーツや健康づくりに関わる市内の各種団体との連携を図り、様々なニーズに合わせたスポーツイベントの開

催などによりスポーツ機会の充実を図る。 

 

 ウ スポーツ施設の整備充実 

   安全で快適に利用できるスポーツ活動の拠点施設として多様化する市民ニーズへの対応や利便性の向上を図るた

め、既存スポーツ施設の環境整備と管理体制の充実を図る。 

 

エ 施設利用の利便性向上 

広域的なスポーツ施設の有効活用を推進するため、体育施設案内・予約システムの活用に努める。 

 

オ スポーツ関係団体・企業との連携（スポーツ振興課） 

   地元プロスポーツチーム等との連携により、一流のアスリートと触れ合う機会を創出し、スポーツに取り組む意欲

喚起を図る。 

 

 カ スポーツ行事                            （令和３年度） 

 
行 事 名 実施月 参加数 

熊本市民早起き野球大会 

親子スポーツ大会 

市杯スポーツ大会 

市民スポーツフェスタ 

小中学生軟式野球大会 

7月～9月 

10月 

9月～1月 

7月～3月 

8月～10月 

102チーム 

 126人 

 1,069人 

 361人 

114チーム 
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（２）スポーツ施設 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施  設  名 

開設年月 
施    設    概    要 

清 水 新 地 野 球 場 

昭和 47 年 6 月 
軟式野球場 1 面（ソフトボール 2 面） 

熊本城公園テニスコート 

平成元年 4 月 
テニスコート 4 面：クレーコート・2,805 ㎡  

新屋敷公園テニスコート 

昭和 35 年 9 月 
テニスコート 4 面：クレーコート・2,795 ㎡  

北 岡 自 然 公 園 弓 道 場 

昭和 35 年 10 月 

近的競技：8 人立 遠的競技：3 人立 射場：153 ㎡ 的場：50.29 ㎡ 

収容人員：300 人 

城 山 運 動 施 設 

昭和 60 年 4 月 
テニスコート 4 面：クレーコート・2,304 ㎡   

清 水 新 地 コ ー ト 

昭和 60 年 5 月 

テニスコート 4 面：クレーコート・2,275 ㎡  ゲートボールコート 6 面：2,677 ㎡ 

駐車場：1,563 ㎡（50 台） 

龍 田 体 育 館 

昭和 58 年 4 月 

体育室 750 ㎡（30m×25m）バレーボールコート 2 面  バスケットボールコート 1 面  

バドミントンコート 3 面  小体育室 252 ㎡（30m×8.4m）（管理棟 2 階部分）卓球 8 台 

武 蔵 塚 武 道 場 

平成 2 年 5 月 

構造 鉄筋コンクリート 2 階建 

1 階 駐車場 315 ㎡（15 台）  2 階 道場（1 面）228 ㎡（剣道、柔道他） 

城 山 公 園 

平成 26 年 4 月 

軟式野球場 1 面（ソフトボール場 1 面）  テニスコート 6 面（フットサルコート 3 面） 

多目的広場、ウォーキングコース、遊具広場 

清 水 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 

平成 6 年 3 月 
体育館、バドミントンコート 3 面 バレーボールコート 1 面  ゲートボールコート 3 面 

北 部 公 園 

昭和 50 年 4 月 
軟式野球場 1 面（ソフトボール場 1 面）  テニスコート 1 面：クレーコート 

今 熊 公 園 

昭和 63 年 4 月 
軟式野球場 1 面 （ソフトボール場 2 面） 

北 部 武 道 館 

平成 21 年 5 月 
武道場 2 面（剣道・柔道他） 

明 徳 体 育 館 

平成 3 年 4 月 

1 階 体育室（549,336 ㎡）バドミントンコート 3 面  バレーボールコート 1 面   

卓球６面 

明 徳 グ ラ ウ ン ド 

昭和 60 年 4 月 
軟式野球場 1 面 （ソフトボール場 2 面、サッカー場 1 面） 

飽 田 公 園 

昭和 49 年 4 月 
軟式野球場 1 面 （ソフトボール場 2 面、サッカー場 1 面） 

天 明 運 動 施 設 

昭和 49 年 12 月 

軟式野球場 1 面 （ソフトボール場 2 面、サッカー場 1 面） 

体育館 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2 階建 

1 階 1,389 ㎡ 体育室（バレーボールコート 2 面、バトミントンコート 6 面）   

2 階 369 ㎡ ギャラリー 
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施  設  名 

開設年月 
施    設    概    要 

川 尻 武 道 館 

平成 7 年 7 月 

1 階 鉄筋コンクリート造 459 ㎡（駐車場 14 台、駐輪場 21 台） 

2 階 鉄骨造 538 ㎡ 武道場 1 面（244 ㎡・畳 98 帖敷）  小道場 1 面（110 ㎡） 

北 部 体 育 館 

昭和 61 年 3 月 
体育室、バレーボールコート 2 面、バトミントンコート 6 面 

河 内 グ ラ ウ ン ド 

平成 17 年 5 月 
運動広場 ソフトボール場 1 面、サッカー場 1 面 軽スポーツ広場 

塚 原 グ ラ ウ ン ド 

昭和 61 年 4 月 
軟式野球場 1 面（ソフトボール場 1 面） 

植木総合スポーツセンター 

昭和 60 年 3 月 

武道館 柔道場 1 面、剣道場 1 面、武道場 1 面 

グラウンド 野球場 1 面、ソフトボール 2 面、サッカー場 1 面 

テニスコート 2 面：クレーコート 

植   木   弓   道   場 

平成 9 年 1 月 
近的競技：10 人立 870.04 ㎡  多目的広場 

吉 松 ス ポ ー ツ 公 園 

平成 2 年 3 月 
野球場 1 面 

田 原 ス ポ ー ツ 公 園 

平成 5 年 4 月 
野球場 1 面 

富 合 雁 回 館 

平成 3 年 4 月 

アリーナ、ステージ､トレーニングルーム、バスケットボールコート 2 面、 

バレーボールコート 3 面、バドミントンコート 6 面、卓球台 6 台 

雁 回 公 園 

昭和 61 年 4 月 
軟式野球場 2 面（ソフトボール場 4 面） 

富 合 屋 外 運 動 場 

平成 12 年 4 月 
グラウンドゴルフ、キッズサッカー場  
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 公設体育施設の利用状況（令和３年度） 

 

清水新地野球場 
新屋敷公園 

テニスコート 

熊本城公園 

テニスコート 

北岡自然公園 

弓道場 

城山運動施設 

テニスコート 
川尻武道館 

清水新地コート 

テニス 

日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 

295 11,860 270 7,309 280 10,819 309 9,176 258 10,295 298 4,082 308 5,114 

 

清水新地コート 清水スポーツセンター 河内グラウンド 今熊公園 北部公園 

ゲートボール 体育館 ゲートボール グラウンド 軽スポーツ場 野球場 野球場 

日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 

283 6,706 176 8,313 243 1,925 63 5,590 15 37 166 7,399 210 9,477 

 

北部公園 
明徳体育館 北部武道館 北部体育館 

飽田公園 
龍田体育館 

天明運動施設 

テニスコート 野球場 体育館 

日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 

150 887 292 8,300 273 4,764 326 23,400 298 16,123 329 28,106 290 15,244 

 

天明運動施設 
明徳グラウンド 塚原グラウンド 武蔵塚武道場 

植木総合スポーツセンター 

グラウンド 武道場 グラウンド テニスコート 

日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 

270 22,411 250 8,332 140 5,404 300 4,313 230 2,164 270 15,995 230 1,528 

 

吉松スポーツ 

公園 

田原スポーツ公

園 
植木弓道場 富合雁回館 富合屋外運動場 雁回公園 

城山公園 

グラウンド 

日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 日数 人員 

160 7,232 200 8,331 359 7,830 167 8,441 150 4,780 110 8,613 270 20,601 

 

城山公園 

テニスコート 

日数 人員 

359 29,193 

 

 

学校夜間開放体育施設の利用状況（令和３年度） 

小    学    校 中      学      校 

運 動 場 体 育 館 運 動 場 体 育 館 武 道 場 テニスコート 

開放 

校数 
日数 人員 

開放 

校数 
日数 人員 

開放 

校数 
日数 人員 

開放 

校数 
日数 人員 

開放 

校数 
日数 人員 

開放 

校数 

日

数 
人員 

31 6,644 51,869 95 22,002 216,951 38 5,839 38,503 41 9,500 102,318 25 6,347 30,389 3 380 2,569 
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  総合体育館・青年会館 

   所 在 地  中央区出水２丁目７番１号 

   開設年月日  昭和６１年７月９日 

 

利用状況                                        （令和３年度） 

大体育室 中体育室 小体育室 武道場 弓道場 室内プール トレーニング室 スポーツサウナ 青年会館 合 計 

45,776 30,813 21,751 7,629 7,774 20,593 9,652 0 22,061 166,049 

 

  田迎公園運動施設（浜線健康パーク） 

   所 在 地  南区良町４丁目８番１号 

   開設年月日  平成２年７月１日（平成元年３月１９日一部開設） 

   総 事 業 費  ３，１００，０００千円 

 

利用状況                                        （令和３年度） 

中体育室 小体育室 運動広場 武道場 テニス場 ゲートボール場 プール ジョギングコース 合  計 

24,995 9,620 24,045 6,396 19,496 339 5,786 55,361 146,038 

 

  南部総合スポーツセンター 

   所 在 地  南区白藤５丁目２番１号 

   開設年月日  平成３年６月１日 一部開設 

   総 事 業 費  ２，９６７，０９５千円 

 

   利用状況                                        （令和３年度） 

体育室 武道場 運動広場 テニス場 ゲートボール場 プール ジョギングコース 弓道場・アーチェリー場 合 計 

23,922 4,377 7,842 4,595 2,956 16,185 18,495 7,060 85,432 

 

  熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと） 

   所 在 地  南区荒尾２丁目１番１号 

   開設年月日  平成１０年７月１日 

   総 事 業 費  ２６，０７１，８８０千円 

 

   利用状況                                        （令和３年度） 

プ ー ル アイススケート 多目的フロア トレーニング室 そ の 他 合  計 

53,432 28,894 1,168 9,973 91,984 185,451 

 

託麻スポーツセンター 

   所 在 地  東区上南部３丁目２２番３０号 

   開設年月日  平成１５年４月１日（一般供用開始） 

   総 事 業 費  ４３７，０００千円 

 

   利用状況                                        （令和３年度） 

体育室 多目的広場 テニスコート ゲートボール場 合  計 

25,529 14,671 8,727 3,077 52,004 

 

- 286 -

経済観光



城南総合スポーツセンター 

   所 在 地  南区城南町舞原１４４番地１ 

   開設年月日  平成２７年４月１日 

 

利用状況                                        （令和３年度） 

体育室 弓道場 グラウンド テニスコート トレーニング室 多目的室 ジョギングコース 合  計 

28,541 678 20,055 23,923 1,490 6,019 19,553 100,259 

 

植木中央公園運動施設 

   所 在 地  北区植木町岩野２８５番地３５ 

   開設年月日  令和元年８月３１日 
 

利用状況                                         （令和３年度） 

体育室 多目的室 テニスコート 芝生広場 アスレチック広場 グラウンド ジョギングコース 合  計 

25,577 743 18,037 9,250 53,719 2,731 46,367 156,424 

 

  水前寺野球場 

   所 在 地  中央区水前寺５丁目２３番２号 

   開設年月日  昭和１３年４月（一般供用開始） 

 

利用状況                                （令和３年度） 

野球場 その他 合  計 

10,862 1,791 12,643 

 

  水前寺競技場 

   所 在 地  中央区水前寺５丁目２３番３号 

   開設年月日  昭和２６年８月（一般供用開始） 

 

利用状況                               （令和３年度） 

競技場（個人） 競技場（専用） 会議室 合  計 

39,090 11,803 971 51,864 

 

  城南Ｂ＆Ｇ海洋センター 

   所 在 地  南区城南町舞原１３４番地１ 

   開設年月日  昭和６０年４月 

 

利用状況                              （令和３年度） 

小体育室 ミーティングルーム プール 合  計 

0 0 0 0 

※令和４年３月より熊本地震からの復旧工事が完了したため供用再開 
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（３）指定管理者 

   名     称  一般財団法人 熊本市文化スポーツ財団 

事務所の所在地  中央区出水２丁目７番１号 

目 的  熊本市から社会体育施設及び社会教育施設の委託を受け、その施設の設置目的を効果的に達 

         成するための諸事業を実施し、市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄 

         与することを目的とする。 

   基 本 財 産  ９２，６１５千円 

 

  運営管理（指定管理者および運営委託）する施設と事業 

   指定管理施設（協定期間：令和元年度（２０１９年度）～令和５年度（２０２３年度）） 

   ※城南Ｂ＆Ｇ海洋センターのみ令和３年度（２０２１年度）３月～令和５年度（２０２３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業  体育・スポーツの振興、指導及び助言 

    青年の活動に関する相談、指導及び助言 

    熊本市から委託を受けた施設の管理運営 

    その他、目的を達成するために必要な事業 

 

（４）熊本市社会体育施設案内・予約システム 

  平成１２年４月システム運用開始 

平成１７年１月システム改良 

  平成２２年６月熊本県・市町村公共施設予約システム運用開始 

登録者の推移 

 

 

年度 

区分 
H29 H30 R1 R2 R3 

個     人 64,890 70,470 75,708 80,815 85,724 

グ ル ー プ 11,664 12,362 13,268 13,868 14,340 

団体（総合型スポーツクラブ） 21 21 21 22 22 

利用全体に占めるシステム登録者の割合（%） 83.0 81.7 81.7 82.5 82.8 

施 設 名 所 在 地 

熊本市総合体育館・青年会館 中央区出水 2 丁目 7 番 1 号 

熊本市田迎公園運動施設（浜線健康パーク） 南区良町 4 丁目 8 番 1 号 

南部総合スポーツセンター 南区白藤 5 丁目 2 番 1 号 

熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと） 南区荒尾 2 丁目 1 番 1 号 

託麻スポーツセンター 東区上南部 3 丁目 22 番 30 号 

水前寺野球場 中央区水前寺 5 丁目 23 番 2 号 

水前寺競技場 中央区水前寺 5 丁目 23 番 3 号 

城南総合スポーツセンター 南区城南町舞原 144 番地 1 

植木中央公園運動施設 北区植木町岩野相田原 285 番地 35 

城南Ｂ＆Ｇ海洋センター 南区城南町舞原１３４番地１ 

 

 ＊「利用全体に占めるシステム登録者の割合」はスポーツ振興課所管施設・他課所管施設のみを対象とした推測値（公民館利用

者を除く）。 
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